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料

質
疑
応
答

〈
資
料
1
v
i
〈
資
料
幻
〉

資

本
日
は
、
老
人
保
健
法
制
定
時
に
お
け
る
立
法
過
程
に
つ
き
、
お
話
申

し
上
げ
た
い
。
本
来
、
老
人
保
健
制
度
の
扱
う
分
野
は
、
医
療
、
保
健
サ
ー

ビ
ス
(
ヘ
ル
ス
)
、
福
祉
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
今

回
は
、
医
療
保
障
制
度
の
一
環
と
し
て
の
老
人
保
健
制
度
と
い
う
側
面
に

焦
点
を
あ
て
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
本
論
に
入
る

前
に
、
社
会
保
険
制
度
を
中
心
と
し
た
わ
が
国
の
医
療
保
障
の
仕
組
を
概

観
し
、
そ
の
特
徴
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

わ
が
国
の
医
療
保
障
の
特
色

《
資
料
1
》
は
、
わ
が
国
の
医
療
保
障
の
特
色
と
考
え
ら
れ
る
事
項
を
思

い
つ
く
ま
ま
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
国
民
経
済
の
規
模
に
対
す
る
公
共
的
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し

て
支
出
さ
れ
る
医
療
費
の
シ
ェ
ア
に
つ
き
、
国
民
医
療
費
の
伸
び
率
を
国

民
所
得
の
伸
び
率
の
範
囲
内
に
抑
え
る
と
の
政
策
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
、
政
府
が
設
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
定
方
法
は
、

他
の
欧
米
先
進
諸
国
で
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

第
二
に
、
国
民
皆
保
険
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
か
な
り

良
好
に
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
特
に
最
近
、
皆
保
険
で
な
い
の
に

か
か
わ
ら
ず
、
公
的
医
療
費
の
重
い
負
担
が
大
き
な
社
会
問
題
と
も
な
っ

て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
関
係
者
な
ど
か
ら
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。

第
三
に
、
民
間
事
業
者
(
医
療
法
人
及
び
個
人
)
が
、
医
療
サ
ー
ビ
ス

供
給
の
主
流
を
成
し
て
い
る
。

第
四
に
、
医
薬
分
業
問
題
は
、
戦
後
以
来
の
課
題
で
あ
る
が
、
今
日
で

も
な
お
、
調
剤
薬
局
で
は
な
く
病
院
や
診
療
所
が
大
部
分
の
医
療
用
医
薬

品
の
購
入
供
給
主
体
と
な
っ
て
い
る
。

第
五
に
、
国
民
皆
保
険
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
国
民
医
療
費
で
み

る
と
医
療
機
関
の
収
入
の
大
部
分
(
九
割
)
は
、
社
会
保
険
か
ら
の
支
払
、

す
な
わ
ち
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
依
っ
て
い
る
。
残
る
一
割
の
大
部
分
は
、

一
般
租
税
を
財
源
と
す
る
公
費
負
担
医
療
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
保
険
が
医
療
機
関
の
経
営
全
般
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
の
よ

う
な
状
況
下
で
、
政
策
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

第
六
に
、
所
得
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
比
較
的
高
度
の
医
療
サ
ー
ビ
ス

が
平
等
に
受
り
ら
れ
る
こ
と
も
、
諸
外
国
と
の
比
較
に
お
い
て
、
あ
る
程

北法42(4・204)1162 
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度
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

第
七
に
、
昨
今
の
イ
ギ
リ
ス

N
H
S
改
革
に
も
関
連
す
る
事
項
で
あ
る

が
、
特
に
西
欧
諸
国
を
中
心
と
し
て
、
軽
易
な
処
置
・
手
術
と
い
っ
た
一

般
的
な
医
療
ニ

l
ズ
で
あ
っ
て
も
ア
ク
セ
ス
し
に
く
い
、
つ
ま
り
サ
ー
ビ

ス
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
、
こ
れ
が
年
々
悪
化
し

て
い
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
、
過
剰
受
診
が
一
吉
わ
れ
る
ほ
ど
、
い
か

に
し
て
適
切
な
受
診
を
お
願
い
す
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
き
た
。
医
療

サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
問
題
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
比
重
が
小
さ

い
と
い
え
よ
う
。

第
八
に
、
高
度
な
医
療
技
術
や
機
器
、
医
薬
品
の
導
入
が
、
基
本
的
に

は
、
医
療
機
関
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

第
九
に
、
公
共
的
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
支
出
さ
れ
る
医
療
費
の
支

払
は
、
予
算
超
過
に
対
し
て
も
一
O
O
%
償
還
を
保
障
し
て
い
る
。
国
庫

に
つ
い
て
言
え
ば
、
補
助
金
で
は
な
く
、
負
担
金
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

第
一
O
に
、
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
面
の
特
徴
と
し
て
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
の
情
報
公
開
、
更
に
は
第
三
者
評
価
と
か
格
付
け
が
、
十
分
に
機
能

し
て
い
h
u
E

い。

最
後
に
、
保
健
福
祉
政
策
の
効
果
と
医
療
政
策
が
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
容
易
さ
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
点
も
、
国
際
的
に
は
比
較
的
珍
し
い
例
と
い
え
る
。
そ
の
最

た
る
も
の
が
、
老
人
保
健
制
度
で
あ
る
。

わ
が
国
の
医
療
保
障
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
特
色
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

寺

d
'
G
。
さ
て
、
こ
う
し
た
特
色
を
有
す
る
わ
が
国
の
医
療
保
障
の
中
核
を
占
め

る
の
が
、
医
療
保
険
制
度
で
あ
る
。
《
資
料
2
》
は
、
そ
の
全
体
像
を
概
括

的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
健
康
保
険
、
船
員
保
険
、
各
種
共
済
、
国
民

健
康
保
険
と
い
っ
た
各
制
度
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
老
人
保
健
制
度
は
、

こ
れ
ら
の
各
制
度
が
財
源
を
共
同
拠
出
す
る
形
で
行
う
共
同
事
業
と
し
て

の
性
格
を
も
っ
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
設
計
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
《
資
料
2
》
表
の
右
端
に
は
、
各
制
度
別
の
老
人
保
健
の
医
療
対

象
者
の
割
合
、
す
な
わ
ち
加
入
者
に
対
す
る
七
O
歳
以
上
の
者
の
割
合
を

示
し
て
い
る
。
最
も
低
い
の
は
、
大
企
業
を
中
心
と
し
た
健
康
保
険
組
合

の
二
・
九
%
、
最
も
高
い
の
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

O
B
の
流
入
す
る
国
民

健
康
保
険
の
一
五
・
九
%
と
な
っ
て
い
る
。
老
人
保
健
制
度
立
案
時
(
昭

和
五
六
年
)
、
前
者
の
割
合
は
今
と
さ
し
て
変
わ
ら
ぬ
二
%
台
で
あ
っ
た

が
、
後
者
の
割
合
は
ま
だ
九
%
台
で
あ
っ
た
。
こ
こ
数
年
に
お
け
る
高
齢

化
の
進
展
が
い
か
に
著
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
老
人
医
療
費
の
新
し
い

負
担
ル

I
ル
が
ど
れ
ほ
ど
必
要
と
さ
れ
て
い
た
か
を
、
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

北法42(4・205)1163 



料

老
人
保
健
制
度
前
史

|
|
老
人
医
療
費
支
給
制
度
の
発
足

資

一
で
述
べ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
老
人
保
健
法
の
立
法
過
程

に
入
る
わ
け
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
、
老
人
保
健
制
度
創
設
を
め
ぐ
る
い

わ
ば
「
前
史
」
に
つ
き
、
昭
和
四
三
年
に
ま
で
遡
っ
て
、
ご
説
明
し
た
い
。

昭
和
四

0
年
代
前
半
と
い
え
ば
、
今
日
と
は
異
な
り
年
金
制
度
の
成
熟

度
が
未
だ
極
め
て
低
く
、
大
多
数
の
老
人
が
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
た

時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
最
大
の
課
題
は
、
い
か
に

し
て
、
国
民
健
康
保
険
の
下
で
三
割
自
己
負
担
と
な
る
老
人
の
医
療
費
負

担
を
軽
減
し
、
受
診
率
を
高
め
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
近
時
、
老
人

医
療
費
の
高
騰
に
如
何
に
対
処
す
る
か
が
重
要
な
政
策
課
題
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、

(
二
園
田
構
想

発
端
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
三
年
、
当
時
の
園
田
厚
生
大
臣
に
よ
っ

て
発
表
さ
れ
た
「
園
田
構
想
L

で
あ
っ
た
。
こ
の
構
想
は
、
昭
和
四
四
年

度
概
算
要
求
の
柱
と
し
て
出
さ
れ
た
老
人
の
医
療
費
負
担
軽
減
対
策
で
あ

り
、
七

O
歳
以
上
の
者
を
対
象
と
し
て
、
所
得
制
限
付
き
で
は
あ
る
が
、

医
療
保
険
の
自
己
負
担
分
が
一
定
額
を
超
過
す
る
場
合
、
当
該
超
過
分
を
、

国
H
八
割
、
地
方
H
二
割
と
い
う
割
合
で
公
費
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
と
り
わ
け
国
家
財
政
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
重
大

な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
実
現
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
厚
生
省
と
し
て
は
、
国
民
に
対
し
て
、
老
人
の
医
療

費
負
担
に
か
か
わ
る
何
ら
か
の
軽
減
対
策
の
必
要
性
を
打
ち
出
し
た
わ
け

で
あ
る
。

北法42(4・206)1164

(
二
)
老
齢
保
険
制
度
構
想

翌
昭
和
四
四
年
八
月
、
昭
和
四
五
年
度
概
算
要
求
に
あ
た
り
、
医
療
保

険
の
抜
本
改
正
を
社
会
保
障
制
度
審
議
会
及
び
社
会
保
険
審
議
会
に
諮
問

す
る
際
、
厚
生
省
が
試
案
と
し
て
示
し
た
の
が
、
《
資
料
3
》
に
挙
げ
た
「
老

齢
保
険
制
度
構
想
L

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
、
七

O
歳

以
上
の
国
民
を
対
象
と
し
て
(
た
だ
し
、
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
を
除

く
て
国
(
社
会
保
険
庁
)
が
、
被
用
者
保
険
の
給
付
率
に
準
じ
て
、
従
来

以
上
の
保
険
給
付
(
在
宅
診
療
に
つ
き
一

O
割
、
た
だ
し
自
己
負
担
あ
り
)

を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保

険
及
び
被
用
者
保
険
の
経
営
主
体
が
、
四
分
の
三
を
一
定
の
方
法
で
負
担

し
、
残
り
の
四
分
の
一
を
国
が
負
担
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
当
時
、
こ
の

構
想
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
余
り
好
意
的
な
反
応
は
な
か
っ

た
。
た
だ
、
振
り
返
っ
て
み
た
場
合
、
こ
の
昭
和
四
四
年
度
構
想
が
、
老



人
保
健
制
度
に
お
け
る
医
療
部
分
の
骨
格
に
や
や
近
い
と
こ
ろ
を
有
し
て

お
り
、
実
際
、
法
案
を
策
定
す
る
過
程
に
お
い
て
も
、
あ
る
程
度
意
識
さ

れ
て
い
た
面
が
あ
る
。

(
三
)
中
央
社
会
福
祉
審
議
会
答
申

昭
和
四
五
年
に
は
、
中
央
社
会
福
祉
審
議
会
か
ら
「
老
人
問
題
に
関
す

る
総
合
的
諸
施
策
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
答
申
が
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

医
療
保
険
で
は
な
く
、
い
わ
ば
社
会
福
祉
の
サ
イ
ド
か
ら
、
老
人
の
医
療

費
負
担
軽
減
が
緊
急
な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

老人保健法制定の立法過程

地
方
公
共
団
体
の
動
き

さ
て
、
こ
う
し
た
厚
生
省
レ
ベ
ル
で
の
動
き
と
は
別
に
、
こ
の
時
期
に

お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
動
き
を
み
て
お
き
た
い
。

昭
和
田
三
年
、
は
じ
め
て
横
浜
市
が
、
国
民
健
康
保
険
の
給
付
率
(
七

割
)
を
、
八

O
歳
以
上
の
者
に
限
っ
て
引
き
上
げ
る
と
い
う
単
独
事
業
を

開
始
し
た
。
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
昭
和
四
四
年
、
秋
田
県
で
は
、
同
じ

く
八

O
歳
以
上
の
者
の
自
己
負
担
の
一
定
額
以
上
の
部
分
を
、
県
が
後
で

本
人
に
金
銭
給
付
す
る
事
業
を
開
始
し
た
。
先
の
園
田
構
想
と
類
似
し
た

制
度
と
い
え
る
。
ま
た
、
同
年
、
美
濃
部
都
政
の
下
で
、
東
京
都
が
、
七

O
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
し
て
、
一
定
の
所
得
制
限
の
下
、
医
療
保
険
の

(
四
)

自
己
負
担
分
を
全
額
公
費
負
担
と
し
た
。
し
か
も
、
秋
田
県
の
場
合
と
は

異
な
り
、
都
が
医
療
機
関
に
対
し
て
支
給
す
る
た
め
、
患
者
本
人
は
窓
口

で
自
己
負
担
分
を
払
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
医
療
の
「
現
物

給
付
L

化
と
呼
ば
れ
、
後
に
国
の
制
度
と
な
る
老
人
医
療
費
無
料
化
制
度

を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
四
七
年
一
月
ま
で
の
聞
に
、
地
方
単
独
事
業
と
し
て
、

何
ら
の
老
人
の
医
療
費
負
担
軽
減
措
置
を
も
導
入
し
て
い
な
い
県
は
、
わ

ず
か
二
県
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
地
方
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
老
人
の

医
療
費
負
担
の
軽
減
な
い
し
無
料
化
が
か
な
り
普
及
し
、
さ
ら
に
国
の
レ

ベ
ル
で
も
、
こ
う
し
た
措
置
を
採
る
べ
き
だ
と
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。昭

和
四
七
年
度
概
算
要
求

こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
昭
和
四
六
年
に
は
、
厚
生
省
内
に
設
置
さ
れ

た
老
齢
者
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

1
ム
か
ら
報
告
書
が
出
さ
れ
、
各
医
療

保
険
の
自
己
負
担
相
当
額
を
公
費
で
負
担
し
、
こ
れ
に
よ
り
老
人
の
受
診

を
促
進
す
る
と
の
当
面
の
医
療
費
対
策
に
関
す
る
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ

た
。
ま
た
、
同
年
夏
、
厚
生
省
は
、
昭
和
四
七
年
度
概
算
要
求
に
あ
た
り
、

七
O
歳
以
上
の
者
の
自
己
負
担
分
を
公
費
で
負
担
す
る
案
を
盛
り
込
ん
で

大
蔵
省
に
要
求
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
与
党
自
民
党
内
部
に
お
い
て
も
、

(
五
)
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料

老
人
対
策
特
別
委
員
会
が
寸
老
人
対
策
大
綱
」
を
打
ち
出
し
、
老
人
医
療

費
無
料
化
の
動
き
に
弾
み
を
つ
け
て
い
る
。

資

(
六
)
社
会
保
障
制
度
審
議
会
答
申

昭
和
四
六
年
九
月
、
先
に
述
べ
た
医
療
保
険
の
抜
本
改
正
に
つ
い
て
の

諮
問
に
基
づ
き
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
か
ら
答
申
が
出
さ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
の
答
申
で
は
、
厚
生
省
サ
イ
ド
と
考
え
方
が
一
致
せ
ず
、
医
療
保

険
の
自
己
負
担
分
を
公
費
で
賄
う
と
の
方
式
に
つ
き
、
所
得
に
よ
り
適
用

除
外
者
が
出
る
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
て
い
る
。

こ
の
他
、
医
療
保
険
か
ら
切
り
離
し
全
額
公
費
で
賄
う
方
法
、
反
対
に
、

各
医
療
保
険
制
度
か
ら
の
拠
出
金
を
も
と
に
全
額
医
療
保
険
で
賄
う
方
法

も
挙
げ
ら
れ
た
が
、
結
局
、
答
申
で
は
、
現
在
の
保
険
制
度
は
活
用
す
る

も
の
の
、
各
保
険
制
度
内
の
老
人
数
に
応
じ
た
国
庫
補
助
の
追
加
に
よ
り
、

老
人
に
対
す
る
給
付
率
を
高
め
る
と
の
案
を
提
唱
し
た
。

(
七
)
社
会
保
険
審
議
会
答
申

他
方
、
昭
和
四
六
年
一

O
月
、
厚
生
省
内
に
お
か
れ
た
社
会
保
険
審
議

会
か
ら
出
さ
れ
た
答
申
で
は
、
老
人
医
療
に
つ
い
て
は
、
公
費
負
担
に
よ

り
医
療
の
無
料
化
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
基
本
的
に
は
、
医
療
保

険
の
自
己
負
担
分
を
公
費
負
担
す
べ
き
と
い
う
先
の
概
算
要
求
に
盛
り
込

ま
れ
た
考
え
方
を
支
持
し
て
い
る
。

老
人
福
祉
法
改
正
案

こ
う
し
た
答
申
を
踏
ま
え
て
、
昭
和
四
七
年
度
予
算
編
成
に
あ
た
り
、

医
療
保
険
プ
ラ
ス
公
費
負
担
方
式
に
よ
る
老
人
医
療
費
無
料
化
制
度
が
実

施
さ
れ
た
。
方
式
と
し
て
は
、
老
人
福
祉
法
と
い
う
福
祉
立
法
を
一
部
改

正
し
、
公
費
を
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分
に
充
て
る
方
法
を
採
用
し
た
。

昭
和
四
七
年
二
月
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
か
ら
、
諮
問
さ
れ
た
老
人
福

祉
法
改
正
案
に
対
す
る
答
申
が
出
さ
れ
た
。
答
申
で
は
、
こ
う
し
た
方
法

が
、
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
た
。
以
後
、
法

案
は
、
国
会
提
出
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、

答
申
で
は
、
な
る
べ
く
速
や
か
に
(
六
)
社
会
保
障
制
度
審
議
会
案
の
線

に
沿
っ
た
方
策
を
採
る
よ
う
、
異
例
の
要
望
を
行
っ
て
い
る
。

(
八
)

(
九
)
老
人
医
療
費
無
料
化
制
度

法
案
の
内
容
が
、
公
費
で
自
己
負
担
を
解
消
す
る
と
い
う
内
容
の
も
の

で
あ
っ
た
た
め
、
国
会
審
議
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
。
昭
和
四
七
年
六
月

二
三
日
に
は
、
同
改
正
法
が
公
布
に
至
っ
た
。
翌
昭
和
四
八
年
一
月
一
日

か
ら
、
老
人
医
療
費
支
給
(
無
料
化
)
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

当
時
は
、
い
わ
ゆ
る
福
祉
元
年
と
呼
ば
れ
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
前
の
政
策
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形
成
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
立
法
過
程
も
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の

答
申
を
除
き
、
か
な
り
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

立
法
過
程
の
一
般

次
に
、
老
人
保
健
制
度
の
立
法
過
程
に
立
ち
入
る
前
に
、
政
府
サ
イ
ド

か
ら
見
た
立
法
過
程
の
一
般
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
き
、
ご
説
明
し
て
お
き
た

い
。
後
述
す
る
老
人
保
健
法
の
制
定
過
程
は
、
以
下
に
述
べ
る
一
般
的
な

立
法
過
程
を
か
な
り
逸
脱
し
た
異
例
の
審
議
過
程
を
経
て
実
現
し
た
も
の

で
あ
る
。

老人保健法制定の立法過程

ご
承
知
の
通
り
、
国
会
に
提
出
さ
れ
る
法
律
案
の
大
部
分
は
、
政
府
(
各

省
)
が
閣
議
決
定
を
経
て
提
出
す
る
法
律
案
で
あ
る
。
議
員
立
法
は
、
少

数
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、
政
府
提
出
法
案
を
例
に
と
り
、
各
省

庁
の
内
部
段
階
か
ら
の
手
続
き
に
つ
き
、
概
観
し
て
お
き
た
い
。

二
に
お
い
て
、
度
々
概
算
要
求
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
毎
年
夏
の

概
算
要
求
時
に
は
、
翌
年
度
予
算
の
骨
格
を
各
省
内
で
固
め
る
。
そ
し
て
、

こ
の
作
業
と
並
行
し
て
、
年
末
に
招
集
さ
れ
、
実
際
に
は
一
月
下
旬
か
ら

実
質
審
議
が
な
さ
れ
る
通
常
国
会
に
提
出
す
る
法
律
案
の
お
お
よ
そ
の
目

処
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
秋
口
か
ら
年
末
の
予
算
編
成

作
業
の
中
で
、
採
る
べ
き
政
策
を
固
め
、
必
要
な
予
算
措
置
を
概
算
要
求

に
盛
り
込
み
、
予
算
編
成
の
中
で
実
現
を
見
た
上
で
、
政
府
提
出
の
予
算

が
国
会
に
出
さ
れ
る
一
月
下
旬
に
、
各
省
が
そ
の
通
常
国
会
に
提
出
す
る

予
定
の
法
律
案
を
件
名
及
び
要
旨
を
閣
議
決
定
の
上
、
国
会
に
報
告
す
る
。

こ
の
報
告
は
、
官
房
長
官
が
出
席
し
た
議
院
運
営
委
員
会
に
報
告
す
る
と

い
う
形
式
を
採
っ
て
い
る
。

提
出
予
算
法
案
に
は
、
新
年
度
(
四
月
)
の
予
算
執
行
に
直
接
か
か
わ

る
予
算
関
連
法
案
と
、
か
か
わ
ら
な
い
予
算
非
関
連
法
案
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
う
ち
、
前
者
は
、
二
月
中
旬
頃
が
提
出
期
限
で
あ
り
、
後
者
は
、
厳

格
と
は
言
え
な
い
が
、
一
応
三
月
中
句
が
期
限
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
法
案
の
提
出
を
端
緒
と
し
て
、
各
省
は
、
必
要
な
審
議
会
へ

の
諮
問
・
答
申
手
続
き
を
踏
み
な
が
ら
、
内
閣
法
制
局
の
詳
細
な
審
査
を

受
け
、
し
か
も
そ
の
間
他
省
庁
と
の
協
議
を
延
々
と
続
け
る
中
で
、
法
律

案
の
内
容
上
の
目
処
を
つ
け
て
、
閣
議
決
定
に
至
る
。
た
だ
し
、
閣
議
決

定
の
前
に
、
与
党
(
自
民
党
)
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

時
期
的
に
は
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
で
あ
る
が
、
厚
生
省
の
場
合
、
自

民
党
社
会
部
会
が
法
案
の
審
査
権
を
有
し
て
い
る
。
審
議
に
お
い
て
は
、

部
会
員
及
び
そ
れ
以
外
の
者
(
部
会
員
以
外
で
も
出
席
・
発
言
が
許
さ
れ

る
)
と
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
、
部
会
長
が
了
承
を
取
り
付

け
る
と
い
う
形
を
と
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
は
、
軽
易
な
法
案
の
場
合
は
、

ご
く
形
式
的
に
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
重
要
法
案
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料

の
場
合
、

一
回
で
は
了
承
を
取
り
付
け
ら
れ
ず
、
何
週
間
も
か
か
る
こ
と

も
あ
る
。

資

社
会
部
会
を
ク
リ
ア
す
る
と
、
次
に
、
政
務
調
査
会
審
議
会
(
政
審
)

に
お
い
て
、
各
省
提
出
予
定
法
案
に
つ
き
、
各
部
会
長
か
ら
説
明
を
行
い
、

質
疑
応
答
の
後
、
了
承
を
与
え
る
と
い
う
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
際
、
省
庁
側
も
、
担
当
局
長
及
び
官
房
長
ク
ラ
ス
が
同
席
し
て
質
疑

に
答
え
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
後
、
さ
ら
に
与
党
(
自
民
党
)
の
場
合
、
総
務
会
に
お
い
て
、
党

幹
事
長
・
幹
事
長
代
理
、
衆
・
参
両
院
国
対
委
員
長
、
参
議
院
議
員
会
長

な
ど
、
党
役
員
も
出
席
の
下
、
こ
こ
で
も
担
当
部
会
長
か
ら
説
明
を
行
い
、

質
疑
応
答
の
後
、
一
件
ご
と
に
了
承
を
与
え
る
と
い
う
手
続
き
が
採
ら
れ

る
。
総
務
会
の
場
合
も
政
審
と
同
様
、
厚
生
省
幹
部
が
出
席
す
る
。

こ
う
し
た
諸
々
の
手
続
き
の
後
、
事
務
次
官
会
議
を
経
て
、
法
案
は
、

よ
う
や
く
閣
議
に
諮
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
閣
議
決
定
さ
れ
て
も
、
厳
密
に
は
与
党
審
査
と
呼
べ
な
い
も
の

の
、
も
う
一
段
階
の
手
続
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
与

党
の
国
会
対
策
委
員
会
が
、
閣
議
日
の
朝
に
聞
か
れ
、
そ
の
際
、
各
省
庁

の
政
務
次
官
が
出
席
し
て
案
件
の
報
告
を
行
い
、
速
や
か
な
法
案
の
通
過

に
向
け
た
協
力
を
お
願
い
す
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
段
階
に
至
る
ま
で
の
聞
に
、
与
野
党
の
担
当
常
任
委

員
会
の
委
員
長
・
理
事
及
び
国
会
対
策
委
員
会
の
幹
部
と
も
相
談
し
、
果

た
し
て
参
議
院
に
提
出
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
衆
議
院
に
提
出
す
る
の
か

を
決
定
す
る
。
か
な
り
重
要
な
法
案
の
場
合
ゃ
、
予
算
関
連
法
案
の
場
合
、

衆
議
院
に
提
出
す
る
の
が
、
慣
例
の
ご
と
く
な
っ
て
い
る
が
、
予
算
関
連

法
案
で
あ
っ
て
も
、
参
議
院
に
提
出
さ
れ
た
ケ

l
ス
が
あ
る
。

以
上
、
各
省
庁
の
内
部
作
業
段
階
か
ら
、
国
会
提
出
に
至
る
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
を
辿
っ
た
。
こ
う
し
た
作
業
の
進
行
を
第
一
線
で
管
理
す
る
の
が
、

各
省
庁
の
官
房
長
、
官
房
総
務
課
長
ら
で
あ
る
。

国
会
で
は
、
順
調
に
進
ん
だ
場
合
、
参
議
院
に
お
け
る
予
算
総
括
審
議

が
終
了
す
る
の
が
、
三
月
下
旬
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
り
、
は
じ
め
て
各
常

任
委
員
会
に
お
い
て
、
審
議
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
ま
ず
各

大
臣
の
所
信
表
明
演
説
か
ら
始
ま
る
等
の
手
続
き
を
経
る
た
め
、
実
際
に

法
律
案
の
審
議
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
般
に
は
、
早
く
て
も
四

月
上
旬
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
会
期
末
が
五
月
下
旬
(
注
一
平
成
四
年

か
ら
国
会
改
革
で
会
期
末
は
六
月
下
旬
と
な
っ
た
。
)
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ

の
聞
に
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
が
入
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
約
六
週
間

で
何
本
も
の
法
律
案
を
両
院
の
各
常
任
委
員
会
及
び
本
会
議
で
処
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

今
国
会
か
ら
、
厚
生
省
関
連
法
案
は
、
厚
生
委
員
会
で
処
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
二

0
年
代
後
半
以
来
、
厚
生
労
働
委
員
会
と
し
て
合
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老人保健法制定の立法過程

体
さ
れ
て
い
た
二
委
員
会
が
、
再
び
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
従
来
週
一
日
と
限
ら
れ
て
い
た
審
議
日
が
増
え
、
審
議
の
促
進
が

図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

次
に
、
野
党
側
の
対
応
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
般
に
、
一
月
下
旬
か
ら

一
一
月
に
か
け
、
各
省
提
出
予
定
法
案
の
件
名
表
等
に
基
づ
き
、
法
案
に
対

す
る
態
度
(
重
点
項
目
の
設
定
)
を
決
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
相
前

後
し
て
、
野
党
各
議
員
は
、
政
府
サ
イ
ド
か
ら
法
案
の
説
明
、
意
見
聴
取

を
始
め
、
法
案
の
処
理
に
関
す
る
節
目
節
目
で
更
に
詳
細
に
政
府
の
対
応

を
見
極
め
な
が
ら
最
終
的
態
度
を
固
め
て
い
く
と
い
う
過
程
が
進
行
す

る
。
ま
た
、
予
算
案
の
審
議
に
つ
き
、
各
野
党
か
ら
闘
争
方
針
や
政
策
大

綱
が
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
後
に
提
出
す
る
予
定
の
法
律
案
に
お
け
る

政
策
論
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
予
め
そ
れ
ら
の
作
成
段
階

で
各
党
と
よ
く
話
合
い
、
政
府
の
考
え
方
に
対
す
る
理
解
を
得
る
よ
う
努

力
す
る
こ
と
も
あ
る
。

国
会
質
疑
に
お
い
て
、
政
府
提
出
法
案
及
び
そ
の
運
用
に
対
す
る
影
響

を
確
保
す
る
手
法
と
し
て
、
一
つ
に
は
確
認
質
疑
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
議

事
録
上
区
別
は
つ
か
な
い
が
、
重
要
法
案
の
場
合
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
手

法
で
あ
り
、
委
員
会
採
決
直
前
に
行
わ
れ
る
。
野
党
の
主
張
に
対
す
る
政

府
の
約
束
を
明
確
化
さ
せ
る
た
め
に
、
答
弁
内
容
の
一
言
一
句
を
事
前
に

協
議
し
た
上
で
答
弁
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
ま
た
、
付
帯
決
議
と
い

う
手
法
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
採
決
の
後
、
多
く
の
場
合
与
党
委
員
か
ら
提

出
さ
れ
、
そ
れ
を
採
決
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
委
員
会
の
決
議
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
付
帯
決
議
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
や
や
マ
ン
ネ
リ
化
・

形
式
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
評
価
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
も

重
要
な
手
法
と
し
て
、
法
案
そ
の
も
の
の
修
正
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
ご
説

明
す
る
老
人
保
健
法
に
つ
い
て
も
、
衆
議
院
・
参
議
院
で
各
一
度
ず
つ
、

誠
に
異
例
の
こ
と
な
が
ら
、
か
な
り
大
き
な
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

四

老
人
医
療
費
支
給
制
度
見
直
し
へ
の
動
き

(
二
老
人
医
療
費
の
急
増

老
人
医
療
費
無
料
化
制
度
が
実
施
さ
れ
て
以
後
、
老
人
の
受
診
率
は
大

幅
に
上
昇
し
た
。
と
り
わ
け
、
昭
和
四
八
年
の
制
度
実
施
以
後
、
昭
和
五

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
制

度
導
入
に
か
か
る
当
初
の
目
的
は
、
二
応
達
成
さ
れ
た
と
一
一
百
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
老
人
医
療
費
の
急
増
が
、
自
営
業
者
及
び

退
職
者
を
主
た
る
加
入
者
と
す
る
国
民
健
康
保
険
(
国
保
)
財
政
を
直
撃

す
る
と
い
う
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
加
入
者
た
る
老
人
数
の
増
加

に
加
え
、
自
己
負
担
分
の
無
料
化
に
よ
り
受
診
率
が
高
ま
っ
た
た
め
、
医

療
費
支
出
が
急
増
し
、
ひ
い
て
は
公
費
負
担
の
担
い
手
で
あ
る
市
町
村
財
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料

政
を
圧
迫
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
国
庫

と
し
て
も
、
各
市
町
村
財
政
の
苦
境
を
救
う
べ
き
立
場
か
ら
、
老
人
医
療

対
策
臨
時
調
整
補
助
金
(
老
人
臨
調
)
制
度
を
、
昭
和
四
八
年
に
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
。

資

(
注
)
同
時
に
高
額
療
養
費
支
給
制
度
の
発
足
(
昭
和
四
八
年
)
に
伴

う
対
策
と
し
て
療
養
給
付
改
善
特
別
補
助
金
(
当
初
七
億
円
)
も
ス

タ
ー
ト
し
た
。
両
者
は
、
昭
和
四
九
年
度
以
降
臨
時
財
政
調
整
交
付

金
と
し
て
統
合
さ
れ
た
。

(
二
)
財
政
事
情
の
悪
化

こ
の
補
助
金
制
度
の
下
で
、
国
庫
か
ら
財
政
的
に
急
迫
し
た
市
町
村
国

保
に
対
す
る
支
援
が
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
額
は
、
当
初
は

三
四
億
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
老
人
医
療
費
が
更
に
膨
張
し
て
い
く
中
に

あ
っ
て
、
昭
和
五
六
年
に
は
一
、
五
四
五
億
円
(
臨
時
財
政
調
整
交
付
金

と
し
て
の
額
)
に
ま
で
達
し
た
。
総
需
要
抑
制
政
策
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

な
ど
、
国
庫
の
全
般
的
財
政
事
情
も
厳
し
い
時
期
を
迎
え
て
い
た
こ
と
か

ら
、
こ
う
し
た
補
助
金
の
急
増
は
、
地
方
財
政
の
み
な
ら
ず
国
庫
も
老
人

医
療
費
の
財
政
負
担
に
苦
し
む
、
と
い
う
状
況
を
現
出
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

社
会
保
障
長
期
計
画
懇
談
会
意
見
書

こ
う
し
た
状
況
の
下
、
厚
生
省
内
で
も
、
既
に
昭
和
五

O
年
八
月
に
は
、

厚
生
大
臣
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
社
会
保
障
長
期
計
画
懇

談
会
の
意
見
書
「
今
後
の
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
、
「
自
分
の
健
康
に
対
す
る
責
任
感
を
促
す
見
地
か
ら
あ
る
程
度
の
一
部

負
担
を
設
け
る
こ
と
も
検
討
に
値
す
る
」
と
い
う
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

財
政
方
式
に
つ
い
て
は
、
結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
各
医
療
保

険
制
度
か
ら
公
平
な
拠
出
を
求
め
、
こ
れ
に
対
し
て
国
及
び
地
方
公
共
団

体
が
応
分
の
負
担
を
行
う
と
の
方
式
が
、
ま
ず
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
他
に
も
、
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
年
金
制
度
か
ら
拠
出
す
る
方
式

も
検
討
対
象
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
児
童
手
当
制
度
と

同
様
、
事
業
主
負
担
を
公
費
負
担
に
加
え
て
導
入
す
る
方
式
も
あ
り
う
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
幾
つ
か
の
選
択
肢
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
厚
生
省
で
も
、
こ
の
時
期
に
は
、
軌
道
修
正
の
方
策
を
模

( 

ー
) 

北法42(4・212)1170 

索
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

大
蔵
省
に
よ
る
一
部
負
担
導
入
の
内
示

老
人
医
療
費
無
料
化
の
見
直
し
の
機
運
は
、
厚
生
省
内
部
に
と
ど
ま
ら

ず
、
各
方
面
で
高
ま
っ
た
。
例
え
ば
、
右
の
意
見
書
提
出
と
相
前
後
し
て

(
昭
和
五

O
年
七
月
)
、
国
民
健
康
保
険
の
各
保
険
者
の
中
央
団
体
で
あ
る

四



老人保健法制定の立法過程

国
民
健
康
保
険
中
央
会
内
部
の
研
究
会
に
よ
り
、
老
齢
者
保
険
特
別
制
度

構
想
と
呼
ば
れ
る
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
保
健
サ
ー
ビ
ス
か
ら

リ
ハ
ビ
リ
に
至
る
包
括
的
サ
ー
ビ
ス
の
他
、
老
人
医
療
費
に
つ
い
て
は
医

療
保
険
か
ら
分
離
し
、
全
額
国
及
び
地
方
自
治
体
に
よ
り
賄
う
べ
き
と
の

案
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
昭
和
五
一
年
度
予
算
編
成
に
際
し
て
、
大
蔵
省
は
、
老
人
医
療

費
へ
の
一
部
負
担
の
導
入
を
内
示
し
た
。
そ
こ
で
、
大
蔵
・
厚
生
両
大
臣

に
よ
る
折
衝
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
、
結
局
、
三
木
総
理
大
臣
の
裁
断

に
よ
り
見
送
ら
れ
た
が
、
大
蔵
省
は
、
以
後
毎
年
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た

提
案
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
昭
和
五
四
年
、
総
務
庁
(
当
時
)
に
よ
り
、
「
老
人
医
療
費
の
急

増
に
関
す
る
実
情
調
査
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
行
政
監
察
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
六
九
歳
か
ら
七

O
歳
に
達
す
る
と
、
つ
ま
り
老
人

医
療
費
無
料
化
制
度
が
適
用
さ
れ
る
に
至
る
と
、
受
診
日
数
が
六

O
%も

急
増
し
、
医
療
費
に
至
つ
て
は
二
倍
と
な
る
と
い
う
実
態
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
必
ず
し
も
老
人
医
療
費
無
料
化
の
み
が

原
因
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
診
療
報
酬
の
仕
組
そ
の
他
様
々
な
要
因
も

か
ら
ん
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
「
病
院
の

サ
ロ
ン
化
」
あ
る
い
は
「
は
し
ご
受
診
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
中
に
あ
っ

て
、
老
人
保
健
医
療
政
策
全
般
の
見
直
し
が
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
機
運

が
、
政
府
全
体
を
通
じ
て
高
ま
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

(
五
)
老
人
保
健
医
療
問
題
懇
談
会
意
見
書

つ
い
で
、
厚
生
大
臣
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
新
た
に
設
置
さ
れ
た
老

人
保
健
医
療
問
題
懇
談
会
か
ら
、
昭
和
五
二
年
一

O
月
、
意
見
書
が
出
さ

れ
た
。
そ
れ
は
、
従
来
の
議
論
を
踏
ま
え
、
ヘ
ル
ス
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
ま
で

総
合
的
包
括
的
制
度
の
確
立
、
現
行
制
度
の
改
善
と
あ
わ
せ
た
適
正
な
費

用
負
担
(
一
部
負
担
)
、
財
政
方
式
と
し
て
公
費
プ
ラ
ス
住
民
・
事
業
主
に

よ
る
拠
出
と
い
っ
た
骨
格
か
ら
成
っ
て
い
る
。
(
三
)
で
述
べ
た
意
見
書
と

比
べ
た
場
合
、
あ
る
程
度
明
確
な
二
疋
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
い
る
点

が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
財
政
制
度
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
様
々

な
方
式
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
現
行
制
度
の
ま
ま
で
保
険
者
間
の

財
政
調
整
(
財
政
的
に
豊
か
な
保
険
者
か
ら
ひ
っ
迫
し
た
保
険
者
へ
)
を

行
う
方
式
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
合
意
が
得
に
く
い
と
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、
老
人
を
対
象
と
す
る
新
し
い
制
度
を
創
設
す
る
と
し
た
場
合
、

費
用
を
全
額
公
費
で
賄
う
方
式
は
、
財
政
的
に
不
可
能
で
あ
る
、
費
用
の

一
部
を
公
費
負
担
し
た
上
で
の
残
余
部
分
を
年
金
給
付
費
で
賄
う
方
式

は
、
年
金
制
度
が
ま
だ
未
成
熟
な
た
め
難
し
い
、
同
じ
く
費
用
の
一
部
を

公
費
負
担
し
た
上
で
残
余
部
分
を
各
医
療
保
険
制
度
か
ら
の
拠
出
金
で
賄

う
方
式
(
後
に
、
老
人
保
健
制
度
と
し
て
実
現
を
見
た
方
式
)
は
、
関
係
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料

者
の
合
意
が
得
に
く
い
と
し
て
、
い
ず
れ
も
斥
け
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
費
用
の
一
部
を
公
費
負
担
し
た
上
で
残
余
部
分
を

住
民
・
事
業
主
の
拠
出
で
賄
う
方
式
が
、
具
体
的
な
検
討
に
値
す
る
と
し

て
、
意
見
書
で
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

資

い
わ
ゆ
る
一
四
項
目

こ
の
意
見
書
を
踏
ま
え
て
、
当
時
、
国
会
に
上
程
さ
れ
て
い
た
健
康
保

険
法
改
正
案
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
昭
和
五
二
年
一
一
月
、
厚
生
省
は
、

「
医
療
保
険
制
度
改
革
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
一
四
項
目

の
約
束
(
い
わ
ゆ
る
一
四
項
目
)
を
、
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い

て
行
っ
た
。
そ
の
主
な
柱
と
し
て
、
立
法
時
期
・
実
施
時
期
と
も
に
昭
和

五
四
年
度
以
降
に
お
け
る
老
人
保
健
医
療
制
度
の
整
備
を
挙
げ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
五
二
年
に
か
け
て
の
老
人
医
療
費
支
給
制
度
見

直
し
時
期
に
お
い
て
は
、
現
在
の
老
人
保
健
制
度
と
は
異
な
っ
た
構
想
が

な
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

占

ハ

)

五

老
人
保
健
制
度
へ
の
助
走

(
ご
老
人
保
健
医
療
制
度
準
備
室
の
設
置

先
に
述
べ
た
新
制
度
の
骨
格
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
昭
和
五
二
年
一

二
月
、
厚
生
省
社
会
局
に
老
人
保
健
医
療
制
度
準
備
室
が
設
置
さ
れ
た
。

同
準
備
室
で
は
、
従
来
と
は
別
建
て
の
制
度
と
し
、
住
民
及
び
事
業
主
が

一
定
の
拠
出
部
分
を
負
担
す
る
方
式
の
制
度
化
に
向
け
て
、
作
業
を
開
始

し
た
。
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(
二
)
小
沢
構
想

つ
い
で
、
昭
和
五
三
年
二
一
月
、
当
時
の
小
沢
辰
男
厚
生
大
臣
の
下
で
、

い
わ
ゆ
る
「
小
沢
構
想
」
と
呼
ば
れ
る
構
想
が
発
表
さ
れ
た
。
《
資
料
4
》

で
は
、
そ
の
六
つ
の
柱
と
な
る
内
容
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
市
町
村
を
実
施
主
体
と
し
て
、
健
康
教
育
か
ら
機
能
回
復
訓
練
に
至

る
包
括
的
な
医
療
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
そ
の
一
部
門
と
し
て
、
療

養
の
給
付
(
医
療
給
付
)
を
位
置
付
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
療
養
給

付
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
は
七

O
歳
以
上
の
者
及
び
六
五
歳
以
上
七

O
歳

未
満
の
寝
た
き
り
老
人
等
、
取
扱
機
関
は
老
人
保
健
医
療
機
関
と
い
う
新

し
い
名
称
の
機
関
、
一
部
負
担
は
入
院
・
入
院
外
と
も
に
定
額
(
た
だ
し
、

低
所
得
者
免
除
あ
り
て
診
療
報
酬
は
厚
生
大
臣
が
定
め
る
旨
、
そ
れ
ぞ
れ

定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
先
ず
住
民
の
拠
出
金
と

地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
を
充
て
る
こ
と
と
し
、
そ
の
割
合
は
、
住
民
は

総
費
用
の
三
割
、
地
方
公
共
団
体
は
同
一
割
に
設
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

残
余
部
分
を
、
国
の
一
般
会
計
負
担
及
び
事
業
主
の
拠
出
金
が
、
三
対
一



の
割
合
で
補
填
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

小
沢
構
想
に
対
す
る
各
界
の
反
応
と
し
て
は
、
ま
ず
日
本
医
師
会
は
、

老
人
医
療
の
診
療
報
酬
を
別
建
て
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
大
反
対
し
た
。

ま
た
、
財
政
当
局
及
び
経
済
界
も
、
住
民
と
地
方
公
共
団
体
が
一
部
(
四

割
)
負
担
し
た
残
り
の
部
分
を
全
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
大
反
対
し
た
。
こ
う
し
て
、
小
沢
構
想
は
、
検
討
の
中
断
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
老
人
保
健
医
療
問
題
懇

談
会
が
検
討
に
値
す
る
と
し
て
取
り
上
げ
た
財
政
方
式
(
住
民
・
事
業
主

拠
出
方
式
)
が
、
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

老人保健法制定の立法過程

サ
マ

1
レ
ビ
ュ
ー
で
の
大
蔵
省
三
案

こ
う
し
た
事
態
の
行
き
詰
ま
り
の
中
で
、
昭
和
五
四
年
八
月
、
い
わ
ゆ

る
サ
マ

i
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
大
蔵
省
三
案
と
呼
ば
れ
る
提
案
が
な
さ

れ
た
。
サ
マ

l
レ
ビ
ュ
ー
と
は
、
現
在
の
概
算
要
求
基
準
設
定
方
式
(
シ

l

リ
ン
グ
予
算
)
が
実
施
さ
れ
る
以
前
に
あ
っ
て
、
概
算
要
求
に
先
立
ち
、

大
蔵
省
が
、
財
政
上
大
き
な
問
題
と
な
り
そ
う
な
事
項
に
つ
き
、
予
め
そ

の
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
案
の
う
ち
、

ま
ず
A
案
は
、
先
の
住
民
・
事
業
主
拠
出
方
式
を
基
礎
と
し
て
、
併
せ
て

診
療
報
酬
の
面
で
、
総
額
請
負
制
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
の

N
H
S
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
登
録
人
頭
払
い
制
を
導
入
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ

( 

一一) 

い
で

B
案
は
、
医
療
保
険
の
保
険
者
拠
出
方
式
と
総
額
請
負
制
又
は
登
録

人
頭
払
い
制
を
導
入
し
た
診
療
報
酬
支
払
制
度
を
セ
ッ
ト
に
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
最
後
に
C
案
で
は
、

A
-
B
案
と
異
な
り
、
別
建
て
の
制
度
と

は
せ
ず
、
診
療
報
酬
も
現
行
通
り
と
し
、
加
入
者
数
に
応
じ
た
各
保
険
者

間
の
財
政
調
整
を
行
う
と
い
う
い
わ
ゆ
る
財
政
調
整
方
式
を
提
唱
し
た
。

大
蔵
省
と
し
て
は
、
こ
の
C
案
を
推
す
と
の
立
場
で
あ
っ
た
。

橋
本
構
想

こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
厚
生
省
内
で
の
検
討
の
後
、
昭
和
五
四

年
一

O
月
に
新
開
発
表
さ
れ
た
の
が
、
寸
橋
本
構
想
」
と
呼
ば
れ
る
老
人
医

療
費
の
財
政
調
整
案
で
あ
っ
た
。
《
資
料
5
》
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
構

想
は
、
国
が
行
う
事
業
で
、
国
保
を
含
め
た
医
療
保
険
制
度
の
全
保
険
者

が
対
象
と
さ
れ
た
。
調
整
方
法
と
し
て
は
、
七

O
歳
以
上
の
老
人
医
療
費

の
一
部
を
各
保
険
者
の
加
入
者
数
で
按
分
す
る
か
、
も
し
く
は
別
案
と
し

て
、
加
入
者
数
で
の
按
分
と
併
せ
て
、
被
用
者
保
険
聞
で
財
政
力
に
応
じ

た
調
整
を
行
う
。
そ
の
結
果
、
各
保
険
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
老
人

医
療
費
に
対
し
て
は
、
各
制
度
ご
と
の
従
前
の
負
担
率
で
国
庫
負
担
を
行

う
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
財
政
調
整
と
併
せ
て
、
市
町
村
が

実
施
主
体
と
な
り
、
四

O
歳
以
上
の
住
民
を
対
象
と
し
た
中
高
年
者
の
保

健
事
業
を
行
う
と
の
構
想
を
立
て
た
。

(
四
)

北法42(4・215)1173 



料

こ
の
よ
う
に
、
橋
本
構
想
は
、
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
老
人
医
療
費
無

料
化
制
度
は
温
存
す
る
、
す
な
わ
ち
一
部
負
担
は
導
入
し
な
い
と
の
基
本

的
考
え
方
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
既
存
の
診
療
報
酬
に
は
手
を

つ
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
部
負
担
導
入
に
よ
る
老
人

受
診
率
の
低
下
を
危
倶
し
、
不
利
な
診
療
報
酬
の
設
定
を
恐
れ
て
い
た
医

師
会
側
は
、
そ
れ
ほ
ど
反
対
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、
財
政
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
大
企
業
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と

そ
の
事
業
主
な
ど
が
拠
出
し
て
い
る
健
康
保
険
組
合
(
国
庫
負
担
は
な
く
、

定
額
補
助
の
み
)
の
財
源
を
、
国
民
健
康
保
険
(
国
庫
負
担
五
割
)
な
ど

国
庫
負
担
率
の
高
い
保
険
者
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
分
、
国

庫
負
担
率
の
高
い
保
険
者
に
お
り
る
財
源
は
多
様
化
す
る
、
す
な
わ
ち
実

質
的
に
国
庫
負
担
が
軽
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
当
局
も
、
財
政
調

整
に
対
し
積
極
的
な
評
価
を
下
し
た
。
他
方
、
健
康
保
険
組
合
及
び
企
業

か
ら
は
、
不
評
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。

資

昭
和
五
五
年
度
予
算
編
成
と
政
府
・
与
党
覚
書

こ
う
し
て
橋
本
構
想
は
、
一
部
団
体
の
反
対
を
受
け
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
同
構
想
は
、
小
沢
構
想
ほ
ど
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
内
容
の
も
の
で
な
か
っ

た
た
め
、
議
論
は
年
末
の
昭
和
五
五
年
度
予
算
編
成
作
業
ま
で
持
ち
込
ま

れ
た
。
大
蔵
省
の
内
示
で
は
、
橋
本
構
想
に
老
人
医
療
費
へ
の
本
人
一
部

(
五
)

負
担
を
付
加
す
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
厚
生
・
大
蔵
両
省
の
間
で
の

協
議
は
難
航
し
、
結
局
、
与
党
三
役
、
厚
生
・
大
蔵
両
大
臣
及
び
内
閣
官

房
長
官
の
六
者
間
で
覚
書
が
交
わ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
老
人
保
健
医
療
制

度
に
つ
い
て
は
、
財
政
調
整
、
受
益
者
負
担
の
導
入
、
保
健
事
業
の
拡
充

等
を
含
め
、
そ
の
基
本
的
見
直
し
を
進
め
、
昭
和
五
六
年
度
に
所
要
の
制

度
改
正
の
実
施
を
図
る
、
こ
の
た
め
で
き
る
だ
け
早
い
機
会
に
関
係
審
議

会
に
諮
問
す
る
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
覚
書
は
、
そ
の
後
の
立
法
作

北法42(4・216)1174 

業
の
大
前
提
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

各
野
党
・
関
係
団
体
の
構
想

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
か
け
て
、
各
野
党
《
資
料
6
》
及
び
関
係
団

体
《
資
料
7
V
か
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
構
想
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
、
特
徴
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
各
野
党
の
う
ち
、
社
会
党
は
、

昭
和
五
五
年
一

O
月
、
「
高
齢
者
保
健
医
療
制
度
」
と
し
て
、
別
建
て
の
制

度
を
設
け
、
全
面
的
に
公
費
で
賄
う
イ
ギ
リ
ス
流
の
方
式
を
提
案
し
た
。

公
明
党
は
、
社
会
党
に
先
立
ち
昭
和
五
五
年
四
月
、
別
建
て
で
保
険
者
の

共
同
拠
出
と
い
う
形
を
と
る
寸
老
人
医
療
保
健
制
度
」
を
打
ち
出
し
た
。

民
社
党
も
、
同
様
の
案
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
結
果
的
に
は
、
公
明
・
民

社
両
党
に
よ
る
提
案
の
方
に
収
放
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

各
関
係
団
体
の
う
ち
、
日
本
医
師
会
は
、
「
老
齢
保
険
制
度
」
を
提
唱
し

(
六
)



た
。
特
徴
的
な
の
は
、
財
源
に
つ
き
、
二
五
歳
か
ら
財
源
を
積
み
立
て
る

い
わ
ゆ
る
積
立
方
式
を
採
用
し
た
点
で
あ
る
。
給
付
内
容
は
、
各
種
保
険

を
統
合
し
て
地
域
保
険
と
産
業
保
険
に
二
分
し
、
地
域
保
険
の
中
で
老
齢

保
険
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
支
払
方
式
に
つ
い
て
は
、
七

O
歳
に
な
る
と
診
療
報
酬
が
変
わ
る
の
は
お
か
し
い
と
強
く
主
張
し
て
い

る。
こ
う
し
て
、
昭
和
五
六
年
冬
ま
で
に
は
、
各
野
党
及
び
関
係
団
体
の
意

見
が
出
揃
っ
た
。

F円L.
/、

老
人
保
健
制
度
・
政
府
案
の
策
定

老人保健法制定の立法過程

(
一
)
社
会
保
障
制
度
審
議
会
へ
の
「
白
紙
諮
問
L

先
ほ
ど
述
べ
た
い
わ
ゆ
る
政
府
・
与
党
覚
書
に
は
、
で
き
る
だ
け
早
い

機
会
に
関
係
審
議
会
に
諮
問
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
厚
生
省
と
し
て
は
、
当
時
、
決
定
的
な
成
案
を
有
し
て
い
な
い
と
い

う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
厚
生
省
と
し
て
の
具
体
案
の
提
示
は

後
に
す
る
こ
と
と
し
て
、
昭
和
五
五
年
三
月
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
に

対
し
て
、
「
白
紙
諮
問
」
と
い
う
形
で
、
老
人
保
健
医
療
対
策
の
基
本
方
針

に
つ
い
て
諮
問
を
行
っ
た
《
資
料
8
》。

老
人
保
健
医
療
対
策
本
部
の
設
置

こ
う
し
た
異
例
の
諮
問
を
行
う
一
方
で
、
厚
生
省
と
し
て
も
、
小
沢
構

想
・
橋
本
構
想
に
限
ら
ず
、
広
く
具
体
案
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
の
観
点
か
ら
、
昭
和
五
五
年
六
月
、
従
来
、
社
会
局
に
置
か
れ
て
い
た

老
人
保
健
医
療
制
度
準
備
室
か
ら
、
事
務
次
官
を
長
と
す
る
老
人
保
健
医

療
対
策
本
部
へ
と
発
展
的
解
消
を
図
り
、
社
会
福
祉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
医

療
保
険
、
公
衆
衛
生
な
ど
省
の
所
轄
分
野
全
般
に
ま
た
が
り
、
案
の
策
定

に
取
り
組
む
体
制
を
整
え
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
小
沢
・
橋
本
両
構
想
の

利
害
、
得
失
を
検
討
の
上
、
両
者
の
要
素
を
採
り
入
れ
た
別
建
て
・
保
険

者
拠
出
方
式
に
よ
る
第
三
の
道
を
探
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
判

断
が
あ
っ
た
。

( 

一一) こ
の
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
は
、
省
内
で
も
、
政
府
与
党
覚
書

に
あ
る
老
人
医
療
費
一
部
負
担
導
入
を
含
む
新
案
策
定
に
踏
み
出
す
べ
き

か
否
か
に
つ
き
、
か
な
り
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
設
置
さ
れ
て
以
後
、
急
速
に
、
厚
生
省
と
し
て
の
新
案
を
策
定
し
、
社

会
保
障
制
度
審
議
会
に
具
体
案
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
機
運
が

盛
り
上
が
っ
て
い
っ
た
。
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( 

一一) 

老
人
保
健
制
度
第
一
次
試
案

こ
う
し
た
中
で
、
昭
和
五
五
年
九
月
、
厚
生
省
は
、
老
人
保
健
制
度
第



料

一
次
試
案
を
打
ち
出
し
た
。
《
資
料
9
》
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
同
年
一
一

月
に
は
、
こ
の
試
案
を
補
足
す
る
形
で
、
「
老
人
保
健
制
度
に
お
け
る
費
用

負
担
割
合
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
文
書
が
出
さ
れ
た
《
資
料
叩
》
。
こ
こ
で

挙
げ
ら
れ
て
い
る
費
用
負
担
の
考
え
方
は
、
後
の
案
の
べ

1
ス
と
な
っ
た

も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

B
案
は
、
後
の
加
入
者
按
分
率

へ
と
つ
な
が
る
い
わ
ば
発
想
の
転
換
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

資

社
会
保
障
制
度
審
議
会
中
間
意
見

右
の
第
一
次
試
案
を
、
厚
生
省
は
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
に
提
示
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
試
案
を
同
審
議
会
に
お
い
て
大
筋
と
し
て
是
認
し
た

の
が
、
昭
和
五
五
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
中
間
意
見
「
老
人
保
健
医
療
対

策
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
《
資
料
日
て
こ
の
中
で
、
後
の
制
度
策
定
に
あ

た
り
そ
の
内
容
と
し
て
反
映
さ
れ
た
の
は
、
医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
つ

い
て
の
財
源
は
、
全
面
的
に
公
費
で
賄
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
医
療
保
険

の
保
険
料
を
充
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
、
基
本
的

に
は
、
第
一
次
試
案
に
対
す
る
大
筋
で
の
了
承
が
得
ら
れ
た
と
の
感
触
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
同
試
案
に
対
す
る
当
時
の
新
聞
論
調
に
お
い
て
も
、
保

健
サ
ー
ビ
ス
と
医
療
の
総
合
化
及
び
費
用
の
公
平
な
負
担
と
い
う
基
本
的

な
考
え
方
に
つ
き
、
概
ね
好
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
認
識
も

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
五
六
年
度
予
算
編
成
に
際
し
、
厚
生
・
大
蔵
両

(
四
)

大
臣
の
間
で
合
意
が
な
さ
れ
《
資
料
ロ
》
、
老
人
保
健
医
療
制
度
制
定
に
向

け
て
の
実
務
作
業
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
大
臣
の
合
意
に
つ

き
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
ま
ず
、
新
制
度
の
実
施
に
先
立
ち
、
新
制
度

に
お
け
る
診
療
報
酬
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
さ
れ
た
点
(
第
三

点
)
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
総
額
請
負
あ
る
い
は
登
録
人
頭
払
い
と
い
っ

た
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
革
も
射
程
に
含
め
て
の
合
意
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

新
制
度
に
お
い
て
は
、
園
、
地
方
公
共
団
体
、
各
保
険
者
の
共
同
の
責
任

に
お
い
て
、
毎
年
度
収
支
均
衡
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
方
策
を
検
討
す
る
と

い
う
点
(
第
四
点
)
は
、
先
の
小
沢
構
想
の
よ
う
な
住
民
と
地
方
公
共
団

体
が
一
定
の
負
担
比
率
で
支
払
っ
た
残
余
部
分
を
国
之
企
業
が
支
払
う
方

式
を
拒
否
す
る
意
志
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
制
度
の
実
施
時
期
は
昭

和
五
七
年
度
と
さ
れ
た
(
第
五
点
)
。
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健
保
法
改
正
案
の
成
立

こ
の
時
期
に
は
、
昭
和
五
三
年
以
来
国
会
に
上
程
さ
れ
て
い
た
健
康
保

険
法
改
正
案
が
、
一
部
修
正
の
上
成
立
し
た
。
た
だ
し
、
原
案
に
含
ま
れ

て
い
た
薬
剤
費
の
二
分
の
一
自
己
負
担
導
入
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
ボ
ー
ナ

ス
へ
の
保
険
料
賦
課
な
ど
、
被
保
険
者
側
か
ら
み
れ
ば
厳
し
い
内
容
の
改

正
は
、
自
民
党
の
単
独
修
正
案
に
よ
り
、
見
送
ら
れ
た
。
結
果
的
に
は
、

本
人
一
部
負
担
の
わ
ず
か
な
増
額
と
、
家
族
給
付
率
の
入
院
時
七
割
か
ら

(
五
)



八
割
へ
の
引
き
上
げ
と
い
う
改
定
に
と
ど
ま
っ
た
。
政
府
側
か
ら
見
れ
ば
、

不
本
意
な
改
正
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
健

康
保
険
法
改
正
と
い
う
重
要
法
案
が
成
立
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
省
全

体
と
し
て
老
人
保
健
制
度
策
定
に
向
け
て
の
作
業
を
本
格
化
し
て
い
く
態

勢
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
(
四
)
で
述
べ

た
両
大
臣
合
意
の
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
六
)
法
案
作
成
、
与
党
審
査
の
本
格
化

昭
和
五
六
年
一
月
以
降
、
法
案
作
成
及
び
与
党
審
査
が
本
格
化
し
た
。

先
の
両
大
臣
合
意
で
は
、
昭
和
五
七
年
度
実
施
(
翌
々
年
度
実
施
)
と
さ

れ
て
い
た
た
め
、
予
算
非
関
連
法
案
と
な
り
、
二
月
中
旬
と
い
う
提
出
期

限
は
付
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
作
業
が
難
航
し
た
た
め
、
五
月
の

連
休
明
け
に
至
り
よ
う
や
く
提
出
さ
れ
る
と
い
う
道
程
を
辿
る
こ
と
に

老人保健法制定の立法過程

な
っ
た
。

先
に
一
般
論
と
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
与
党
審
査
は
、
閣
議
決
定
の
直

前
に
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
老
人
保
健
制
度
策
定
に
あ
た
っ
て

は
、
既
に
昭
和
五
六
年
二
月
に
は
、
求
め
に
応
じ
て
、
老
人
保
健
法
案
骨

子
あ
る
い
は
老
人
保
健
法
案
要
綱
試
案
な
る
も
の
を
提
示
し
、
法
案
の
骨

格
を
い
わ
ば
事
前
予
告
し
た
。
た
だ
、
こ
の
当
時
、
い
ま
だ
省
内
で
も
、

そ
し
て
大
蔵
省
と
の
間
で
も
、
十
分
に
議
論
を
尽
く
し
て
い
な
い
状
況
に

あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
試
案
も
、
概
括
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
制
度
の
特
徴
と
し
て
は
、
保
健
サ
ー

ビ
ス
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
サ
ー
ビ
ス
ま
で
、
全
て
市
町
村
の
団
体
委
任
事
務
と

し
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
も
、
所
得

制
限
付
で
一
定
の
額
と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
案
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
与
党
審
査
及
び
各
省
と
の
話
合
い
の
中
で
論
点
と
な
っ
た
事

項
を
挙
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
大
蔵
省
は
、
医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
保
険
料
財
源
を
入
れ

た
い
と
の
意
見
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
厚
生
省
は
、
先
の
社
会

保
障
制
度
審
議
会
中
間
意
見
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
公
費
負
担
主

義
を
主
張
し
た
。

第
二
に
、
老
人
医
療
費
の
負
担
方
式
に
つ
き
、
先
の
第
一
次
試
案
で
挙

げ
ら
れ
た
A
案
は
、
ま
ず
国
が
四
割
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

大
蔵
省
が
強
い
難
色
を
示
し
た
。
他
方
、
国
民
健
康
保
険
中
央
会
も
、
保

険
者
拠
出
金
が
加
入
者
の
所
得
等
に
応
じ
た
按
分
負
担
と
な
る
A
案
の
方

法
は
、
様
々
な
実
務
上
の
難
点
が
あ
る
と
し
て
、
賛
成
の
態
度
を
示
さ
な

か
っ
た
。
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第
三
に
、
一
部
負
担
の
問
題
に
つ
き
、
後
述
す
る
社
会
保
険
審
議
会
に

対
し
、
具
体
的
な
明
示
を
せ
ず
に
諮
問
し
た
こ
と
か
ら
、
同
審
議
会
に
お



料

け
る
審
議
は
相
当
難
航
し
た
。
結
果
的
に
は
、
与
党
審
査
の
段
階
で
説
明

を
行
っ
て
い
た
所
得
制
限
は
撤
廃
し
、
所
得
の
多
寡
に
か
か
わ
り
な
く
低

額
の
一
部
負
担
金
を
付
加
す
る
と
い
う
方
法
に
修
正
さ
れ
た
。

第
四
に
、
大
蔵
省
・
行
政
管
理
庁
(
現
在
の
総
務
庁
)
と
の
関
係
で
あ

る
。
各
医
療
保
険
か
ら
集
め
た
拠
出
金
を
市
町
村
に
分
配
す
る
た
め
に
、

特
別
の
基
金
を
設
置
す
る
と
の
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

結
果
的
に
は
、
既
存
の
特
殊
法
人
(
具
体
的
に
は
社
会
保
険
診
療
報
酬
支

払
基
金
)
を
活
用
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
。

資

(
七
)
二
審
議
会
へ
の
法
案
要
綱
諮
問

昭
和
五
六
年
三
月
一

O
日
及
び
一
一
日
、
厚
生
大
臣
は
、
社
会
保
険
審

議
会
《
資
料
日
》
及
び
社
会
保
障
制
度
審
議
会
《
資
料

uv
に
相
次
い
で

法
案
要
綱
を
諮
問
し
た
。

こ
の
う
ち
、
社
会
保
険
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
一
部
負
担
の

問
題
に
つ
き
難
航
し
た
と
い
う
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
諮
問
案
で
は
、

一
部
負
担
金
の
額
は
政
令
で
定
め
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
労
働
側

委
員
か
ら
、
金
額
を
具
体
化
せ
よ
、
さ
ら
に
政
令
で
は
な
く
法
律
事
項
に

せ
よ
と
の
強
い
要
望
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
五
六
年
四
月
、
厚
生

省
は
、
具
体
的
な
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
。
初
診
三

O
O円
、
再
診
一

O

O
円
、
入
院
一
日
三

O
O円
と
い
う
の
が
そ
の
額
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
同
審
議
会
で
は
、
各
保
険
者
か
ら
の
拠
出
金
の
割
り
当
て
に
つ

き
、
加
入
者
按
分
率
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
《
資
料
H

別
添
》
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
に
掲
げ
た
の
は
、
同
審
議
会
に

諮
問
し
た
法
案
要
綱
で
あ
る
が
、
第
四
章
第
一
節
第
二
に
お
い
て
、
医
療

に
要
す
る
費
用
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
保
険
者
が
負
担
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
第
二
節
に
お
い
て
、
保
険
者
は
、
医
療
に
要

す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
毎
年
度
拠
出
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
旨
、
各
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
は
、
各
年
度
に
お
け
る
医
療
に
要
す
る

費
用
の
総
額
の
七
割
を
基
礎
と
し
、
当
該
保
険
者
の
加
入
者
数
、
七

O
歳

以
上
の
加
入
者
に
係
る
医
療
費
の
額
等
を
基
準
と
し
て
政
令
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
者
ご
と
に
按
分
し
た
額
と
す
る
旨
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
当
該
保
険
者
で
か
か
っ
た
老
人
医
療
費
に
よ

る
按
分
(
医
療
費
按
分
)
で
は
な
く
、
当
該
保
険
者
の
老
人
加
入
割
合
等

を
全
国
平
均
並
み
と
み
な
し
て
計
算
す
る
負
担
調
整
部
分
を
老
人
医
療
費

の
ど
の
程
度
の
割
合
と
す
る
か
と
い
う
そ
の
割
合
が
加
入
者
按
分
率
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
案
要
綱
で
は
、
加
入
者
按
分
率
五

O
%
の

場
合
と
一

O
O
%
の
場
合
の
二
つ
の
試
算
を
行
っ
て
い
る
が
、
同
審
議
会

で
は
、
前
者
を
支
持
す
る
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。
後
に
国
会
に
提
出
し

た
法
案
で
は
、
二
分
の
一
を
基
礎
と
し
て
、
二
分
の
一
か
ら
一
の
範
囲
内

で
政
令
で
定
め
る
率
を
加
入
者
按
分
率
と
す
る
旨
定
め
ら
れ
た
。
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こ
う
し
て
九
回
に
及
ぶ
審
議
を
経
た
後
、
社
会
保
険
審
議
会
は
、
昭
和

五
六
年
四
月
二
五
日
、
答
申
を
行
っ
た
《
資
料
日
》
。

次
に
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
で
は
、
社
会
保
険
審
議
会
に
お
け
る
よ

う
な
難
航
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
自
治
省
の
意
見
が
求
め
ら
れ
る

な
ど
、
地
方
自
治
体
サ
イ
ド
か
ら
の
意
見
調
整
が
な
さ
れ
た
。
当
時
、
自

治
省
と
し
て
は
、
医
療
は
国
が
行
う
べ
き
も
の
で
、
地
方
自
治
体
が
責
任

を
負
う
べ
き
で
は
な
い
と
の
主
張
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
法
案
要
綱

に
お
け
る
医
療
・
保
健
と
も
に
市
町
村
の
団
体
委
任
事
務
と
し
て
行
う
と

の
考
え
方
を
、
後
に
転
換
し
、
医
療
に
つ
い
て
は
、
機
関
委
任
事
務
方
式

を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
自
治
体
負
担
は
、
法
案
要
綱
に
よ
れ
ば
、

老
人
医
療
費
の
一
O
%
(
都
道
府
県
・
市
町
村
各
五
%
)
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
当
時
の
老
人
医
療
費
支
給
制
度
を
前
提
と
し
て
計
算
す
る
と
、

健
康
保
険
の
側
で
の
高
額
療
養
費
支
給
制
度
な
ど
給
付
の
充
実
に
よ
り
、

実
効
負
担
率
は
、
都
道
府
県
・
市
町
村
と
も
老
人
医
療
費
の
各
一
二
%
程
度

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
各
五
%
と
い
う
負
担
は
、
現
行
よ

り
も
重
い
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
自
治
省
サ
イ
ド
は
反
対
し

た
。
さ
ら
に
、
医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
つ
き
、
法
律
で
全
市
町
村
に
義

務
付
け
る
の
は
、
到
底
実
情
に
合
わ
な
い
と
し
て
反
対
し
た
。

こ
の
他
、
各
審
議
会
に
お
け
る
審
議
に
並
行
し
て
行
わ
れ
た
各
省
聞
の

審
議
の
う
ち
、
自
治
省
と
の
関
係
で
原
案
が
変
更
さ
れ
た
点
を
挙
げ
る
と
、

ま
ず
、
各
地
方
に
老
人
保
健
協
議
会
を
設
置
し
、
老
人
の
健
康
・
医
療
・

福
祉
・
在
宅
療
養
な
ど
全
般
的
な
問
題
を
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
点
に
つ

き
、
地
方
自
治
法
上
、
例
を
見
な
い
地
方
行
政
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
要
綱
か
ら
削
除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
保
健
所
の
機
能
が
市

町
村
に
移
行
し
て
い
く
と
の
側
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
都
道
府
県
及
び

保
健
所
設
置
市
に
お
け
る
保
健
所
の
連
絡
調
整
機
能
が
明
確
化
さ
れ
、
さ

ら
に
、
事
務
を
十
全
に
実
施
で
き
な
い
市
町
村
の
た
め
に
、
都
道
府
県
自

ら
が
、
保
健
事
業
に
か
か
る
事
務
を
代
行
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
他

方
、
当
時
実
施
さ
れ
て
い
た
老
人
医
療
費
無
料
化
制
度
に
加
え
、
さ
ら
に

地
方
単
独
で
行
っ
て
い
た
事
業
を
意
識
し
て
、
法
案
の
総
則
部
分
に
お
い

て
、
各
地
方
自
治
体
の
責
務
で
あ
る
と
し
て
、
法
律
の
趣
旨
を
尊
重
す
べ

き
で
あ
る
旨
が
付
加
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
審
議
の
後
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
は
、
社
会
保
険
審
議
会

と
同
様
、
四
月
二
五
日
に
答
申
を
行
っ
た
《
資
料
M
V
o

(
八
)
与
党
社
会
部
会
、
政
審
、
総
務
会

右
の
各
答
申
を
受
け
て
、
昭
和
五
六
年
五
月
一
二
日
、
法
案
は
、
自
民

党
社
会
部
会
、
政
審
及
び
総
務
会
の
了
承
を
受
け
た
。
会
期
末
が
近
づ
い

て
い
た
こ
と
及
び
そ
れ
以
前
に
お
け
る
事
前
審
査
が
功
を
奏
し
た
結
果
と

い
え
よ
う
。
事
実
、
こ
こ
に
至
る
以
前
に
あ
っ
て
は
、
与
党
内
部
で
も
、
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料

一
部
の
議
員
の
聞
で
は
、
法
案
に
お
け
る
診
療
報
酬
の
扱
い
に
つ
き
、
強

い
不
安
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
加
入
者
按
分
率
に
つ
い
て
も
、
当
面
の
運

用
方
針
と
し
て
は
二
分
の
一
と
す
べ
き
と
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た
。

因
み
に
、
結
果
的
に
は
、
別
建
て
の
制
度
と
し
た
以
上
、
既
存
と
異
な

る
診
療
報
酬
体
系
が
採
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
危
倶
を

抱
い
て
の
こ
と
か
、
右
の
社
会
部
会
等
の
了
承
を
受
け
る
当
日
(
五
月
一

二
日
)
の
朝
、
日
本
医
師
会
が
全
国
紙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
、
出
来
高

払
い
の
否
定
は
老
人
の
人
権
無
視
で
あ
る
等
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
無
事
、
了
承
を
得
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お

資

り
で
あ
る
。閣

議
決
定

こ
う
し
て
、
昭
和
五
六
年
五
月
一
五
日
、
老
人
保
健
法
案
に
つ
い
て
、

閣
議
決
定
が
な
さ
れ
、
会
期
末
ぎ
り
ぎ
り
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

(
九
)

七

老
人
保
健
法
案
の
国
会
審
議
と
成
立

国
会
提
出
の
時
期
が
遅
か
っ
た
た
め
、
老
人
保
健
法
案
は
、
委
員
会
に

付
託
さ
れ
な
い
ま
ま
、
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
継
続
審
査
の
決
定
が
な

さ
れ
た
段
階
で
終
わ
っ
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
当
時
は
、
中
曽
根
内
閣
の

下
で
、
臨
時
行
政
調
査
会
第
一
次
答
申
が
ま
さ
に
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

た
時
期
で
あ
っ
た
。
七
月
一

O
日
に
、
老
人
保
健
法
案
の
早
期
成
立
を
恒
っ

た
臨
調
第
一
次
答
申
が
出
さ
れ
た
。
八
月
二
五
日
に
は
、
行
財
政
改
革
に

関
す
る
基
本
方
針
及
び
行
革
一
括
法
案
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
九
月
二
四
日
に
開
幕
し
た
第
九
五
国
会
(
い
わ
ゆ
る

行
革
国
会
)
に
お
い
て
、
老
人
保
健
法
案
も
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

同
法
案
は
、
九
月
二
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
行
革
関
連
特
例
法
に
は
直

接
関
係
し
て
い
な
い
が
、
臨
調
答
申
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

行
革
関
連
特
例
法
案
同
様
に
、
今
行
革
国
会
に
お
け
る
成
立
に
全
力
を
期

す
と
の
与
党
の
対
応
が
得
ら
れ
た
。

こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
一

O
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
、
四
回
の
審

議
で
、
委
員
会
か
ら
衆
議
院
本
会
議
ま
で
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

具
体
的
に
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
確
認
質
疑
を
行
い
、
一
部
修
正

の
上
、
委
員
会
で
可
決
し
、
附
帯
決
議
を
付
し
て
本
会
議
に
上
程
し
た
。

《
資
料
口
》
は
衆
議
院
に
お
け
る
趣
旨
説
明
、
《
資
料
日
》
は
衆
議
院
に
お

け
る
修
正
事
項
一
覧
、
《
資
料
日
》
は
、
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け

る
附
帯
決
議
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
で
、
大
き
な
変
更

が
あ
っ
た
の
は
、
老
人
保
健
審
議
会
の
審
議
事
項
を
極
力
制
限
し
、
診
療

報
酬
の
問
題
は
、
既
存
の
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
で
扱
う
と
さ
れ
た

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
与
党
か
ら
出
さ
れ
た
修
正
事
項
で
あ
り
、
そ
の
際
、
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支
払
側
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
組
合
連
合
会
は
、

の
決
議
を
行
っ
て
い
る
《
資
料
却
》
。

法
案
は
、
昭
和
五
六
年
一
一
月
、
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
付
託
さ

れ
、
同
日
、
参
議
院
本
会
議
で
趣
旨
説
明
質
疑
、
そ
し
て
、
同
月
二
四
日
、

委
員
会
で
提
案
理
由
説
明
ま
で
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
は
、

継
続
審
査
扱
い
と
さ
れ
、
こ
の
行
革
国
会
に
お
い
て
は
、
成
立
を
見
る
こ

と
な
く
終
わ
っ
た
。
《
資
料
幻
》
は
、
参
議
院
本
会
議
に
お
げ
る
趣
旨
説
明

を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
翌
昭
和
五
七
年
に
入
る
と
、
先
に
挙
げ
た
健
保

連
の
反
対
決
議
の
流
れ
が
、
更
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
一

月
二
七
日
、
経
済
四
団
体
首
脳
か
ら
自
民
党
首
脳
に
対
し
て
、
医
療
費
の

歯
止
め
の
な
い
ま
ま
、
こ
の
法
案
が
成
立
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
旨

の
口
頭
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
《
資
料
詑
》
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
三
月
二
五
日
に
は
、
文
書
で
反
対
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、

健
保
連
も
、
四
月
二
一
日
、
反
対
決
議
を
行
っ
て
い
る
《
資
料
幻
》
。
労
働

側
か
ら
は
、
同
年
三
月
、
政
策
推
進
労
組
会
議
の
名
で
、
経
済
四
団
体
と

同
様
の
立
場
か
ら
こ
の
法
案
の
廃
案
が
申
し
入
れ
ら
れ
た
。
他
方
、
全
国

町
村
会
か
ら
は
、
早
期
成
立
を
要
望
す
る
旨
の
文
書
が
出
さ
れ
て
い
る
《
資

料
M
V
。

一
一
月
一
一
一
目
、
反
対

こ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
同
年
四
月
以
降
に
お
り
る
参
議
院
社

会
労
働
委
員
会
の
審
議
は
、
衆
議
院
の
場
合
を
上
回
る
、
徹
底
審
議
と
い

う
方
針
が
採
ら
れ
、
一

O
回
も
の
審
議
を
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
年

の
行
革
国
会
に
引
き
続
き
、
参
議
院
比
例
代
表
制
の
導
入
な
ど
公
職
選
挙

法
改
正
に
か
か
わ
る
国
会
で
あ
り
、
夏
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と
が
、
参
議

院
に
お
け
る
成
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

結
果
的
に
法
案
は
、
会
期
延
長
後
の
八
月
に
至
り
、
修
正
を
加
え
て
参

議
院
を
通
過
し
た
。
さ
ら
に
、
再
度
衆
議
院
で
審
議
を
行
い
、
八
月
半
ば

に
よ
う
や
く
法
律
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
《
資
料
お
》
は
、
参
議
院
に
お

け
る
修
正
事
項
一
覧
、
《
資
料
部
》
は
、
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け

る
附
帯
決
議
、
《
資
料
幻
》
は
、
再
度
送
付
さ
れ
た
衆
議
院
社
会
労
働
委
員

会
に
お
け
る
附
帯
決
議
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
老
人
保
健
法
案
の
国
会
審
議
に
お
け
る
主
な
論
点
を
振
り

返
っ
て
み
た
い
。
主
な
論
点
と
は
、
た
だ
一
点
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

老
人
医
療
費
が
青
天
井
で
伸
び
て
い
く
に
つ
れ
て
、
青
天
井
で
各
保
険
者

が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恐
れ
が
あ
り
、
老
人
の
診
療
報
酬
そ
の
他

を
通
じ
て
こ
こ
に
一
定
の
歯
止
め
を
設
け
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
衆
議
院
段
階
で
は
、
昭
和
五
六
年
九
月
、
日
本
医
師
会
理
事
会

に
お
い
て
、
武
見
太
郎
会
長
が
、
老
人
の
診
療
報
酬
は
現
行
の
点
数
表
を

用
い
る
、
保
険
医
療
機
関
制
度
と
は
別
建
て
の
老
人
保
健
取
扱
機
関
制
度

を
辞
め
さ
せ
る
、
老
人
保
健
審
議
会
の
創
設
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
、
と
い
っ

た
合
意
が
、
与
党
幹
部
と
の
聞
で
成
立
し
た
旨
の
発
言
を
行
い
、
物
議
を
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料

醸
し
た
。
政
府
と
し
て
は
全
く
関
知
し
な
い
と
し
た
が
、
様
々
な
経
緯
を

正
一
最
終
的
に
は
、
老
人
保
健
審
議
会
に
お
け
る
診
療
報
酬
審
議
権
の
削

除
と
既
存
審
議
会
へ
の
移
管
、
老
人
保
健
取
扱
機
関
制
度
の
削
除
な
ど
が
、

与
党
修
正
案
に
導
入
さ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
一
部
負
担
金
は
、
実
際
に
提
出
さ
れ
た
法
案
に
よ
れ
ば
、
外
来

一
カ
月
五

O
O円
、
入
院
は
、
老
人
の
平
均
入
院
期
間
を
勘
案
し
、
四
カ

月
に
限
り
一
日
四

O
O円
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
外
来
一
日
四

O
O円、

入
院
二
カ
月
間
一
日
三

O
O円
と
修
正
さ
れ
た
。

加
入
者
按
分
率
の
割
合
は
、
国
会
審
議
の
過
程
を
経
て
、
二
分
の
一
以

上
政
令
で
定
め
る
割
合
で
は
な
く
、
運
用
上
二
分
の
一
に
す
る
の
で
も
な

く
、
法
律
上
二
分
の
一
に
法
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

医
療
の
実
施
主
体
が
市
町
村
と
な
っ
た
た
め
、
医
療
機
関
か
ら
の
診
療

報
酬
明
細
書
(
い
わ
ゆ
る
レ
セ
プ
ト
)
も
最
終
的
に
は
市
町
村
に
保
管
さ

れ
、
拠
出
主
体
で
あ
る
健
保
組
合
な
ど
が
、
チ
ェ
ッ
ク
を
な
し
得
な
い
も

の
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
既
存
の
被
用
者
保
険
の
保
険
者
等
で
も
レ
セ
プ

ト
チ
ェ
ッ
ク
を
な
し
得
な
い
か
が
争
点
と
な
っ
た
。

次
に
、
参
議
院
段
階
で
は
、
先
の
経
済
四
団
体
の
動
き
な
ど
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
い
か
に
拠
出
金
の
負
担
に
歯
止
め
を
か
け
る
か
と
の
観
点

か
ら
、
老
人
保
健
拠
出
金
は
租
税
法
定
主
義
に
違
反
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
法
律
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
ま
た
、
拠
出
金
の
負
担
に
歯
止

資

め
を
か
け
た
場
合
の
穴
埋
め
を
ど
こ
が
行
う
か
に
つ
き
、
社
会
党
を
中
心

と
し
た
各
野
党
1
、
全
額
国
費
で
賄
う
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
を
行
っ
た
。

歯
止
め
論
の
重
要
な
柱
と
な
る
診
療
報
酬
の
審
議
権
を
、
老
人
保
健
審

議
会
で
は
な
く
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
付
与
し
た
い
わ
ば
裏
返
し

の
効
果
と
し
て
、
後
者
の
委
員
構
成
に
つ
き
、
従
来
、
公
益
側
四
名
、
支

払
側
・
診
療
側
各
八
名
で
あ
っ
た
の
を
、
公
益
側
を
増
員
せ
よ
、
あ
る
い

は
支
払
側
を
保
険
者
・
被
保
険
者
に
分
け
四
者
構
成
に
せ
よ
、
と
い
っ
た

要
求
も
出
さ
れ
た
。
結
果
的
に
は
、
専
門
委
員
を
二
名
発
令
す
る
こ
と
で

落
着
し
た
が
、
こ
の
問
題
も
、
診
療
報
酬
や
拠
出
金
を
め
ぐ
り
、
老
人
医

療
費
の
増
加
に
い
か
な
る
歯
止
め
を
か
け
る
か
と
の
一
貫
し
た
問
題
意
識

と
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
《
資
料
お
》
の
修
正
事
項
一
覧
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
参
議
院
段

階
の
修
正
と
し
て
、
次
年
度
以
降
の
保
険
者
拠
出
金
の
加
入
者
按
分
率
は
、

老
人
保
健
制
度
の
実
施
に
伴
う
保
険
者
の
負
担
増
が
著
し
く
大
き
く
な
ら

な
い
よ
う
、
毎
年
の
老
人
人
口
の
増
加
率
等
を
勘
案
し
て
、
毎
年
度
、
政

令
で
定
め
る
率
と
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
と
し
て
見

直
す
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
保
険
者
の
負
担
増
を
老
人
人
口
の
増
加

率
程
度
に
抑
え
た
い
と
の
保
険
者
側
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
え

る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、
被
用
者
保
険
等
の
加
入
者

按
分
率
を
年
々
下
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
で
は
以
前
の
制
度
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に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
三
年
後
の
見
直
し
規

定
が
挿
入
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
三
年
後
の
昭
和
六
一
年
老
人
保
健
法
改
正

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
同
改
正
法
で
は
、
加
入
者
按
分
率

を
、
最
終
的
に
一

O
O
%
に
ま
で
高
め
る
改
正
が
な
さ
れ
た
。

最
終
的
に
、
修
正
後
の
法
案
に
対
す
る
各
党
の
態
度
は
、
自
民
党
・
公

明
党
・
民
社
党
・
新
自
由
ク
ラ
ブ
(
衆
議
院
)
が
賛
成
、
社
会
党
・
共
産

党
が
反
対
の
立
場
で
あ
り
、
結
局
、
賛
成
多
数
で
可
決
成
立
し
た
。

な
お
、
昭
和
六
一
年
改
正
で
は
、
老
人
保
健
施
設
と
い
う
、
医
療
と
福

祉
の
い
わ
ば
中
間
的
な
施
設
体
系
の
設
定
な
ど
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
こ

れ
も
、
法
制
定
時
以
来
の
老
人
医
療
費
の
適
正
化
へ
の
強
い
要
請
が
形
を

変
え
て
実
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

老人保健法制定の立法過程

以
上
が
、
昭
和
四

0
年
代
か
ら
成
立
に
至
る
ま
で
の
老
人
保
健
法
の
立

法
過
程
で
あ
る
。

《
質
疑
応
答
》

Q 

健
保
組
合
に
対
し
新
制
度
へ
の
拠
出
を
ど
の
よ
う
な
理
由
付
け
で
説

得
し
た
の
か
。
ま
た
、
制
度
問
調
整
の
政
策
形
成
に
当
た
っ
て
、
並
立

し
た
複
数
制
度
の
一
本
化
(
医
療
保
険
の
一
元
化
)

く
る
か
。

の
議
論
は
絡
ん
で

A 

実
際
に
は
、
法
案
策
定
の
段
階
に
お
い
て
、
様
々
な
方
法
の
可
否
を

検
討
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
に
こ
れ
以
上
の
選
択
肢
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
医
療
の
保
障
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
事

業
主
体
で
あ
る
以
上
、
共
同
事
業
と
し
て
こ
う
し
た
事
業
を
行
う
の
も
、

一
つ
の
あ
り
得
べ
き
考
え
方
で
は
な
い
か
、
し
か
も
金
が
あ
る
か
ら
よ

こ
せ
と
い
う
考
え
方
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
老
人
加
入
率
に
基
づ
く
方

法
で
あ
る
の
で
、
財
政
調
整
で
は
な
い
と
い
う
説
明
と
な
っ
た
。
健
保

連
側
と
し
て
も
、
真
っ
向
か
ら
反
対
す
れ
ば
、
後
で
、
金
が
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
出
さ
せ
る
と
い
う
財
政
調
整
の
方
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
り
、
あ

る
い
は
退
職
者
の
面
倒
を
死
ぬ
ま
で
見
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
高
ま

る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
危
慎
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
老
人
部
分
に
つ
き
共
同
事
業
と
し
て
一

元
化
を
図
る
と
い
う
こ
と
で
、
老
人
加
入
率
が
高
く
財
政
力
の
弱
い
国

保
の
足
腰
を
強
め
る
効
果
が
あ
り
、
一
元
化
論
の
前
提
と
な
る
環
境
の

整
備
に
向
け
一
石
を
投
じ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以

後
、
同
様
の
手
法
で
一
元
化
を
進
め
て
い
く
た
め
の
一
段
階
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

今
回
の
立
法
過
程
は
、
ど
の
よ
う
な
類
型
に
あ
て
は
る
か
。
立
法
化

北法42(4・225)1183 
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料

に
向
け
て
の
推
進
力
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

今
回
の
法
律
に
関
し
て
は
、
提
案
後
、
国
民
各
層
の
意
見
の
表
面
化

に
よ
る
影
響
を
受
け
て
二
回
の
法
改
正
を
行
っ
た
と
い
う
の
が
実
感
で

あ
る
。
ま
た
、
結
果
論
だ
が
、
自
公
民
路
線
が
機
能
し
た
立
法
過
程
と

も
い
え
よ
う
。
与
党
審
査
も
、
こ
こ
二

1
三
年
の
状
況
と
は
異
な
り
、

ま
だ
、
専
門
分
野
に
強
い
議
員
の
議
論
が
中
心
で
あ
っ
た
と
思
う
。

立
法
化
に
向
け
て
の
推
進
力
は
、
高
齢
化
社
会
に
耐
え
う
る
医
療
費

保
障
制
度
の
確
立
を
急
が
な
け
れ
ば
大
変
だ
と
い
う
各
界
各
層
の
気
運

で
あ
ろ
う
。

A 

資

社
会
保
障
制
度
審
議
会
に
対
し
て
行
っ
た
白
紙
諮
問
は
、
ど
の
よ
う

に
評
価
さ
れ
る
か
。

A

白
紙
諮
問
の
例
は
多
く
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
制
度
審
の
際
に
も
、

主
要
有
力
委
員
の
理
解
を
得
て
よ
う
や
く
可
能
と
な
っ
た
。
な
お
、
老

人
保
健
法
に
つ
い
て
は
、
成
立
か
ら
施
行
ま
で
五
カ
月
し
か
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
昭
和
五
七
年
九
月
、
中
央
社
会
保
険
医
療
審
議
会
に
対
し

て
再
び
白
紙
諮
問
し
て
い
る
。

Q

こ
の
立
法
の
際
に
は
、
継
続
審
議
と
さ
れ
、
た
ま
た
ま
公
選
法
絡
み

で
会
期
延
長
さ
れ
た
た
め
、
成
立
に
こ
ぎ
つ
け
た
が
、
こ
う
し
た
経
緯

は
、
そ
も
そ
も
わ
が
国
に
お
け
る
一
回
審
議
制
の
問
題
点
を
示
し
て
い

る
と
は
い
え
な
い
か
。

Q 

A 

実
は
、
継
続
審
査
と
い
う
の
は
閉
会
中
審
査
の
議
決
の
こ
と
で
あ
り
、

閉
会
中
は
審
査
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
実
際
に
は
行
わ
な
い
と
い
う

慣
例
が
あ
る
。
ま
た
、
予
算
委
員
会
が
終
わ
る
ま
で
、
各
委
員
会
の
審

議
が
な
か
な
か
ス
タ
ー
ト
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
政
府
サ
イ

ド
と
し
て
は
、
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
点
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
れ
ら

は
慣
例
で
あ
る
の
で
、
今
後
、
解
決
は
可
能
で
あ
る
し
、
今
般
厚
生
委

員
会
が
独
立
し
た
た
め
、
従
来
よ
り
は
審
議
の
密
度
が
濃
く
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

国
会
審
議
等
に
あ
た
り
、
審
議
会
の
も
つ
意
味
、
影
響
力
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

北法42(4・226)1184 

Q A 

厚
生
省
関
係
の
審
議
会
の
中
で
も
、
社
会
保
険
審
議
会
は
、
非
常
に

調
整
が
難
し
い
審
議
会
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
国
会
議
員
も
混
じ

る
社
会
保
障
制
度
審
議
会
も
、
調
整
が
難
し
い
。
こ
れ
ら
の
難
し
さ
は
、

直
接
の
利
害
関
係
者
が
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
し
か
し
、
当

時
は
、
大
河
内
会
長
、
今
井
委
員
と
い
う
よ
う
な
有
力
な
公
益
委
員
の

力
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

与
党
部
会
に
出
席
す
る
の
は
、
政
府
側
の
ど
の
ク
ラ
ス
か
。
野
党
に

対
し
て
説
明
す
る
際
は
ど
う
か
。

与
党
部
会
の
出
席
は
局
長
ク
ラ
ス
で
あ
り
、
課
長
、
課
長
補
佐
ク
ラ

ス
が
同
行
す
る
。
い
わ
ゆ
る
根
回
し
に
は
、
一
般
に
、
与
党
、
野
党
を

Q A 



老人保健法制定の立法過程

A 
含
め
て
、
課
長
ク
ラ
ス
以
上
が
動
く
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー
ス
と
い
う
他
な
い
。
ま
た
、
直
接
接
触
し
て
説
明
を
要
す

る
議
員
の
数
は
驚
く
ほ
ど
の
数
に
上
る
。
シ
ス
テ
ム
と
し
て
検
討
を
要

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
キ
1
パ
l
ソ
ン
に
対
し
て
は
、
か
な

り
早
い
時
期
か
ら
、
局
長
ク
ラ
ス
が
相
談
す
る
こ
と
も
あ
る
。

附
帯
決
議
と
確
認
質
疑
の
も
つ
重
み
は
ど
う
違
う
か
。

附
帯
決
議
は
、
立
法
府
の
行
政
府
に
対
す
る
注
文
を
委
員
会
の
決
議

と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
確
認
質
疑
は
、
質
疑
に
立
っ
た
委
員

に
対
す
る
大
臣
等
の
答
弁
の
形
で
行
う
行
政
府
の
態
度
表
明
で
あ
り
、

性
格
が
異
な
る
。
注
文
に
と
ど
ま
る
附
帯
決
議
は
、
行
政
府
に
対
す
る

拘
束
力
は
な
い
の
で
重
み
が
な
い
と
い
う
見
方
も
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
、
違
う
。
立
法
府
の
決
議
の
重
み
は
無
視
で
き
な
い
。

両
院
法
制
局
と
の
折
衝
経
緯
を
伺
い
た
い
。

衆
議
院
法
制
局
の
方
は
、
短
時
間
の
う
ち
に
政
治
べ

l
ス
の
決
着
を

修
正
法
案
の
形
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
参
議
院
法
制
局
の
方
は
、
一
般

に
は
参
議
院
で
の
修
正
が
少
な
い
こ
と
と
、
仮
に
修
正
に
至
る
場
合
も

衆
議
院
で
の
修
正
や
審
議
の
流
れ
を
み
る
余
裕
が
あ
る
た
め
、
落
ち
着

い
て
審
査
で
き
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
。
老
人
保
健
法
の
と
き
も
、

参
議
院
法
制
局
の
方
が
、
個
々
の
条
文
に
至
る
ま
で
、
よ
り
厳
格
な
審

査
が
な
さ
れ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

Q Q A 

付
記
本
稿
は
、
一
九
九
一
年
八
月
二

O
日
に
開
催
さ
れ
た
北
大
立
法

過
程
研
究
会
で
な
さ
れ
た
報
告
お
よ
び
質
疑
の
テ

l
プ
を
起
し
、
そ
れ
に

加
筆
し
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
研
究
会
の
開
催
に
あ
た
っ

て
は
、
平
成
三
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究

(
A
)
(
研
究

課
題
名
「
立
法
過
程
に
お
け
る
行
政
府
の
役
割
」
)
の
交
付
を
受
け
て
い
る
。

ま
た
、
録
音
テ
l
プ
の
再
生
に
あ
た
っ
て
、
北
大
大
学
院
法
学
研
究
科

院
生
(
当
時
)
菊
池
馨
実
君
の
協
力
を
得
た
。
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料

〈
資
料
1
v

わ
が
国
の
医
療
保
障
の
特
色

(
二
国
民
経
済
の
規
模
に
対
す
る
国
民
医
療
費
の
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
後

者
の
伸
率
が
国
民
所
得
の
伸
率
の
範
囲
内
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
と

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
(
政
策
目
標
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

(
ニ
)
国
民
皆
保
険
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
三
)
民
間
事
業
者
(
医
療
法
人
及
び
個
人
)
が
医
療
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
主

流
を
形
成
し
て
い
る
こ
と

(
四
)
医
療
機
関
が
医
薬
品
の
中
心
的
購
入
販
売
主
体
で
あ
る
こ
と

(
五
)
医
療
機
関
の
収
入
の
大
部
分
(
九
割
)
が
社
会
保
険
か
ら
の
支
払
(
社

会
保
険
診
療
報
酬
)
に
依
っ
て
い
る
こ
と

(
六
)
所
得
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
比
較
的
高
度
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
平

等
に
受
け
ら
れ
る
こ
と

(
七
)
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
問
題
が
諸
外
国
に
較
べ
る
と
ほ

ぽ
解
消
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
八
)
高
度
な
医
療
技
術
や
機
器
・
医
薬
品
の
使
用
が
医
療
機
関
の
自
由
な

判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と

(
九
)
医
療
費
の
支
払
が
予
算
超
過
に
対
し
て
も
一

O
O
%償
還
を
保
証

し
て
い
る
こ
と

資

(一

O
)
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
の
第
三
者
評
価
ま
た
は
格
付
け
が
機
能

し
て
い
な
い
こ
と

北法42(4・228)1186

こ
こ
そ
の
他

保
健
福
祉
政
策
の
効
果
と
医
療
政
策
が
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
論
じ
ら
れ
て
い

ザ。こ〉」



ド
ヨ
同
(
岳
民
・
叩
)
N
申
税
特

(平成3年3月末現在)

6.0 

3.9 

15.9 

老人保睡医瞳

対象者の割合

(%) 

4.8 

6.2 

2.9 

医療保険制度の概要

加入者散 保 院 結 f寸 財 源

和l 度 名 保 険 者
EZ 会コ

医開 胎 十士
現金給付 保障料率 国庫負担

千人、 揖聾の結付家臨時聾費 高額醐聾曹

36.666 9 曾l -入院 8割 自己負担6万円 -閣情手当金 8.2ヲ6
樺険給付費の 13.0% 

政 管 [叫 [:~:~~;J 機 〈低所得者 -出産手当金 (4.4-) 

睡 般 国会の承認 -外来 7割 33，600円) -分べん費等 特別保障料 1%
老人保瞳拠出金の 16.4% 

被 を受けて厚 超過分(3.5-)

鹿 用
憧康保険組合

32，010 生大臣が告 同上 機 i'il 上
8.246% 給付費の補助 48.5億円

者組 合
1，822 E i;。:::コ 示する日の (附加枯付 世帯合算 (附加結付あ

(全組合平均} (平成 4年度)
保 翌日から 8 あり) (同一月に 3万 り)

撃事j 円(低所得者 2
障 155 測隊 -入院 8捌 万 1千円〉以仁 -慣拍手当金 1紐日額 130円

保険給付曹の 13.0% 
日雇特例 同

[ 1~;J 希望する医 の負担が裡散の -出産干当金 11組 1，950円
老人保憧拠出金の 16.4% 

樺槽関にお -外来 7割 場合はこれを合 -分べん費等 (4.5~) 

ける医樟費 算して支給)

409 3.500円以
8.8% 結付費の補助 30億円

船員保障 国
[ !~;J 下の場合の 向上 多撤回数館当世 (3.3-) (平成 4年度)

一部負担金 帯の負担軽誠

は、医瞭費 (12月間に3同以

各
-国家公務員等 27 共槙組合 に~C:じて、 上顎当の場合は 8.367% 

種
11，952 100円 同上 4回目からの自 i'il 上

共
-地方公務員等 54 共開組合

[ ~:~i~J 200円 己負担は 3万 4 (全共開平均) な し

詰寄
300円 (附加給付 千 8百円(低所 (附加給付あ

-私学教職員 1 共皆組合 となる あり) 得者23，400円)) り)

市町村 長期高額症病息
-助産費

給付費の50%
国 量 E集者 3.258 43，069 者の負担軽輔 保険料(税)の軽誠分の1/2
民 等 7 割 (血友病、人工透

-葬祭費

値 自営業者 国民健康偉険組合 市町村 析を伴う慢性腎
.ff児手当金

庫 166 38，882 不全の患者の自
等 結付費の 32~52% 

保 国保組合 己負担額は月 1
(但し任意結

障 被用者保障の 市町村 4，187 本人 8割 万円)

退職者 3.258 家臨入院8割外来 7割
イ寸) な し

〈資料 2> 

;
 

一
均

ι
一
劃

一

一

局

一

一

一

瞬

一

平

一

同

[実施主体]

市町村長

一部白担あり (4.1-)
・外来 月 800円
・入院 1 IJ 600円

{低所得者 1日300円 [2カ月限度])

僅

* 老人保健制度の対象者は、各医療保険制度加入(国民健康保険法の適用除外たる生活保護世帯に属する者を除く)の70歳以上の者及び
65歳以上70歳未満のねたきり等の状態にある者。

保人者

剛
拠
摺
規
制
Q
M
恨
事
誕
越
嵯
〈
州
市
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老
齢
保
険
制
度
要
綱
試
案
(
昭
和
四
四
年
八
月
)

老
齢
者
の
医
療
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
諸
種

の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
社
会
保
険
の
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
次
の

よ
う
な
老
齢
保
険
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

-
適
用
対
象
者

老
齢
保
険
の
適
用
対
象
者
は
、
七

O
歳
以
上
の
国
民
と
す
る
。
た
だ

し
、
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
を
除
く
。

2

経
営
主
体

老
齢
保
険
事
業
は
、
市
町
村
の
協
力
を
得
て
社
会
保
険
庁
が
行
う
。

3

保
険
給
付

ω
医
療
給
付
の
割
合
は
在
宅
診
療
に
つ
い
て
一

O
割
と
し
、
被
用
者

保
険
に
準
じ
て
一
部
負
担
を
設
け
る
。
入
院
診
療
に
つ
い
て
七
割
と

す
る
。

資

4 

ω
葬
祭
料
の
額
は
、
一
万
円
と
し
、
被
用
者
保
険
に
お
け
る
葬
祭
料

に
準
じ
て
改
定
す
る
。

費
用
負
担

ω
国
は
老
齢
保
険
の
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
一
を
負
担

す
る
o

q
L
 

国
民
健
康
保
険
及
び
被
用
者
保
険
の
経
営
主
体
は
、
老
齢
保
険
の

保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ

の
被
保
険
者
に
係
る
市
町
村
民
税
所
得
の
課
税
標
準
額
に
応
じ
て
負

担
す
る
。

ω
国
民
健
康
保
険
に
お
い
て
は
、

ωの
負
担
金
の
二
分
の
一
を
国
が

負
担
す
る
。

北法42(4・230)1188
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小
沢
構
想

当
時
、
厚
生
省
で
検
討
さ
れ
て
い
た
内
容
は
、
必
ず
し
も
ま
と
ま
っ
た

形
で
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

一
実
施
主
体
市
町
村

二
老
人
健
康
手
帳
の
交
付
対
象
六
五
歳
以
上
の
者

三
老
人
保
健
事
業
の
実
施

付
対
象
者
老
人
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

同

種

類

ア
健
康
教
育

イ
健
康
相
談

ウ
健
康
診
査

エ
療
養
の
給
付

四
療
養
の
給
付

付

対

象

者

オ

家
庭
訪
問
事
業

老
人
保
健
施
設
(
仮
称
)
へ
の
収
容

機
能
回
復
訓
練
(
仮
称
)

そ
の
他
厚
生
大
臣
が
定
め
る
事
業

カキク

七
O
歳
以
上
の
者
及
び
六
五
歳
以
上
七

O
歳
未
満
の
寝



た
き
り
老
人
等

口
取
扱
機
関
老
人
保
健
医
療
機
関
(
別
段
の
申
出
の
な
い
限
り
保

険
医
療
機
関
が
こ
れ
に
該
当
)

同

一

部

負

担

入

院

一
日
当
た
り
定
額

入
院
外
投
薬
等
一
回
当
た
り
定
額

(
低
所
得
者
免
除
有
り
)

厚
生
大
臣
が
定
め
る

同
診
療
報
酬

五
費
用
の
負
担

国

老人保健法制定の立法過程

ムノ、

都
道
府
県

市
町
村

事
業
主
(
事
業
主
拠
出
金
)

住
民
(
住
民
拠
出
金
)

そ
の
他

〈
資
料
5〉

百
分
の

百
分
の

百
分
の

百
分
の

百
分
の

橋
本
構
想
(
新
開
発
表

〈
老
人
医
療
費
の
財
政
調
整
(
案
)
〉

1 

実
施
主
体

有
闘
が
老
人
医
療
費
に
つ
い
て
の
財
政
調
整
を
行
う
。

対
象
国
保
を
含
め
た
医
療
保
険
制
度
の
全
保
険
者
を
対
象
と
す
る
。

調
整
方
法

七

O
歳
以
上
の
老
人
の
医
療
費
の
一
部
(
例
え
ば
三
割
程
度
)
を
各
保

険
者
の
加
入
者
数
で
按
分
す
る
。

(
別
案
)
老
人
医
療
費
の
一
部
(
例
え
ば
三
割
程
度
)
を
各
保
険
者
の

被
保
険
者
数
(
国
保
は
世
帯
主
数
)
で
按
分
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
、

被
用
者
保
険
聞
で
老
人
医
療
費
の
一
部
(
例
え
ば
五
割
程
度
)
に
つ
い

て
、
財
政
カ
に
応
じ
た
調
整
を
行
う
考
え
方
も
あ
る
。

4

国
庫
負
担

調
整
の
結
果
、
各
保
険
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
老
人
医
療
費
に

対
し
て
、
各
制
度
ご
と
の
負
担
率
で
、
国
庫
負
担
を
行
う
。

〈
中
高
年
者
の
保
健
事
業
(
案
)
〉

実
施
主
体
・
・
・
市
町
村

対
象
者
・
・
・
四

O
歳
以
上
の
住
民

事
業
の
内
容
・
・
・
市
町
村
が
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
定
め
る
。

(
健
康
増
進
、
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診
断
、
生
活
指
導
、
機

能
回
復
訓
練
等
)

費
用
負
担
・
・
・
公
費
負
担
と
す
る
。

老
人
医
療
費
に
つ
い
て
の
財
政
調
整
の
結
果
、
減
少
す
る
国
庫
負
担

2 3 1 2 3 

北法42(4・231)1189 
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料

を
充
て
る
ほ
か
、
受
益
者
負
担
も
考
慮
す
る
。

北法42(4・232)1190 

資

算
〉
(
単
位

億
円
)

〈試七 調老

歳以O 
保 区

国保 整人
険後保

上
庫 給の険力日

入 険出給
率 負 付 入付

% 分
担料費り費

七 被用

一八九 七
保者険-OO - O O 四 000  

ムムム 国
、

六O 八七 三九九
九O 000  保

ム
J¥ 

五 九九 九 計

五 000  九O 

(
昭
和
五
五
年
度
分
)
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各
党
の
老
人
保
健
医
療
に
関
す
る
構
想

老人保健法制定の立法過程

そ

支払式方

財 源

施実体主

医 l保 た制 名 区

の
療 スピ1保健サ 部担負

ピ健 て度

他
医 療 スサ 方の 称 分

数等登録 -六費公 な 市 シ六 シ査康手二 別建 齢高
ナ療医六

地域サ税者扶養心中と財国の分一の白号
し 町 ス五 スて五

最社l 五 を人 村 テ歳 テ地帳歳 者
シ歳 ム以 ム生域 、以 公 保 和

ン保健所ま
l す源、一

E3れ任雪里3ホ4 タ』上1 
費 健 五

グで ピ るは同村 活健喜上の サ 医 五ム
ホは 療 年E

t ii事
サ|育届目

ピ 制
の

ピ、康 ス 度 O 

験経年

ス健管
式方 E党

訪問康診聖健齢を)

来高払出当た外来 交付財源に刷;;;庫担負国
費公
(外 市 七 ~U 老

i前来円 町 O 建 人 (広H、
市 村 歳以 療医

を定理員別
老、入者数及

町村
共 和昭

健付4交5U ぴ
上 上 同 保 五

製品Iこ は合
健康管 式拠方出

健制 五明

定t件 別特円 度
年
四

金巴デ純E 出金 の 理 月
るv仇 ( 

配慮 等 )党
療一
は日 をを

加保料険企業及ぴ都道府県割六国

公 な 市 を六 巡相談六
目。 老

費 し 町 合五 回五 建 人 (民
村 む歳

診療機 、歳以上 療保医 和昭)以
共同

所 上

豊能問と長健鎌瞳、診4を雇厳教育

五
三割得あ一割 埋

拠 健 六社

る 葬料
方出 制度 年

民国
式 月の

の 給
)党

附 付 、健康

iti ! 
な 市 ァーー{】ハ」 目。 老
し 町 15五 建 (共

高額
村 シ指歳 昭 i

保健所

ヨ導以 公 和 l
ン上 費

所得者 予 サ 五

年四産
を高額 防

ピ

賦課)所者得

fj; スの
例外 )月党

新設
ノ、 方
ピ 式

要適 し、療医 公費 定額
地 七 ス至療六 5建1 老

正 方 O )る、五 人
な 一保

低所得者
体治自
歳 ーリ歳 医

支払方式
部公険か 以 貫ハ以 共 療

上 しピ上 同 制度
費ら たリ雇 拠

主由
をの 出方

ノ、
の 導拠

lま 保T康 年ク

検討
入出 免除 健シ管 式 -;::;7 

を サヨ理 )月プ
カf 主 lン
必 と ピに治

北法42(4・233)1191 
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関
係
団
体
の
老
人
保
健
医
療
に
関
す
る
構
想

資

その他
支払

財 源
一部 笑施

給付内容 議 分区方法 負担 主体

市町村
日

ベ料中療る七 五
本

き のの歳O 歳
で心本は カ〉

国 医
あの質おに ら tま j4JI 師る新にかな 保

整財政調
。し合致 しる 険 4':i ‘ 
し〉し=と

料積を 和五日召書出 し 。診療
療医 とし 四

いてナ害出ム報 fをう子
をもて語指導。み うに 歳

払る酬 立
年と。古f て

す技は変 る
O 月る術医わ るとと予

を産防

加算り登録人
. . な

市村町
総

し

;!ii 健シ
サン

頭払lグ
ピホ

E3Ei ス 1 師医 評
訪ム 盟を 、都葉県

和日五召
問等 の
シの 経 す当
ス新 験 る面及

ムテ設E畠; 年数等
健保 ぴ

ムホクF1 ( 健康苦時

1c 
年

等化 で市町 四、
現f子村 月

地 よ

充特退 イ牛 . . . . 市
齢者高
同

等養・職者 数

療給{養寸保健給f寸 度限給療養付保健給付
村町

護養療医 日
数
ナム

最者自村書伊占益
初診| 一1 ii リ 盟

ノ、

のみ、所以定得 和五日百
ピ
リ
施 四O

導健宇康談目
設 害事j・ 健上 1c 
の 五五

保本人場合の
年

設備拡
害ul事j

機育復回E 健
を

月

関退 当 七六 . . 町

連施設職者医
商行現支 O歳以五七1 医療1保健サ F六Z警F堤 Fl 村

の療

上なしl歳健O | 

国 l
整

払式方
ピ
五歳以 機能健康診査スi 備 ス dヨOズ‘ 

要 創の

保族家 都震 上 復裂回 、歳O 四 和昭員 設
の 五
確 並 県 室J健康皇 五
保

七年

市村町
健康健康 月

北法42(4・234)1192 
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O
社
会
保
障
制
度
審
議
会
へ
の
諮
問

「
昭
和
五
五
年
三
月
一
二
一
白

「
社
会
保
障
制
度
審
議
会
宛

厚
生
省
社
第
四
二
一
号
J

厚

生

大

臣

」

老人保健法制定の立法過程

わ
が
国
の
老
人
保
健
医
療
対
策
は
、
昭
和
三
八
年
に
制
度
化
さ
れ
た
老

人
健
康
診
査
及
び
昭
和
四
七
年
に
創
設
さ
れ
た
老
人
医
療
費
支
給
制
度
を

柱
と
し
て
推
進
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
老
人
保
健
医
療
対

策
全
体
に
つ
い
て
、
医
療
費
保
障
へ
偏
重
し
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
一
貫
性
が

欠
如
し
て
い
る
、
老
人
医
療
費
の
負
担
に
不
均
衡
が
あ
る
、
医
療
資
源
が

十
分
効
率
的
・
合
理
的
に
配
分
・
利
用
さ
れ
て
い
な
い
等
の
問
題
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
目
前
に
控
え
て
、
そ
の

基
本
的
見
直
し
を
図
る
こ
と
が
緊
要
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

現
行
の
老
人
医
療
費
支
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
発
足
当
時
、
医
療
保
険

制
度
の
改
革
と
の
関
連
も
論
議
さ
れ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
都
道
府
県

に
お
い
て
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分
を
公
費
で
肩
代
わ
り
す
る
制
度
を
既

に
先
行
さ
せ
て
実
施
し
て
い
た
こ
と
か
ら
当
面
の
施
策
と
し
て
実
施
に
踏

み
き
っ
た
経
緯
も
あ
る
の
で
、
本
制
度
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
点

を
配
慮
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
今
後
の
高
齢
化
社
会
に
対
応
す
る
老
人
保
健
医
療
対
策
に
関

す
る
基
本
方
策
に
つ
い
て
、
貴
会
の
意
見
を
求
め
る
。
な
お
、
問
題
の
緊

急
性
に
か
ん
が
み
、

い
す
る
。

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
御
意
見
を
賜
わ
る
よ
う
お
願

〈
資
料

g
v

老
人
保
健
制
度
(
厚
生
省
老
人
保
健
医
療
対
策
本
部
)
第
一
次
試
案

〔
昭
和
五
五
年
九
月
〕

第

総

同只

こ
の
制
度
は
、
国
民
の
自
助
と
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き
、
国
民
の

老
後
に
お
け
る
健
康
の
保
持
・
適
正
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
各

種
の
保
健
給
付
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
費
用
負
担
の
衡
平
を
期
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
制
度
に
よ
る
保
健
給
付
は
、
疾
病
の
予
防
か
ら
治
療
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
保
健
指
導
等
を
含
む
も
の
と
し
、
対
象
者
の
年

齢
、
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
総
合
的
、
か
っ
、
一
体
的
に
行
う
も
の

と
す
る
。

四

こ
の
制
度
に
よ
る
保
健
給
付
は
、
国
・
地
方
公
共
団
体
及
び
医
療

保
険
各
制
度
の
保
険
者
が
共
同
で
財
源
を
拠
出
し
て
市
町
村
が
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。

国
民
は
、
自
ら
常
に
健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、

こ
の
制
度
の
実
施
に
参
加
し
、
こ
れ
を
支
え
る
も
の
と
す
る
。
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国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
制
度
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た

め
、
必
要
な
各
般
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
保
健
給
付

一
保
健
給
付
の
種
類

ω
健
康
手
帳

健
康
手
帳
は
、
四

O
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
健
康
管
理
上
必
要

と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

ω
健
康
教
育

健
康
教
育
は
、
四

O
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
健
康
講
座
・
保
健

学
級
等
の
方
法
に
よ
り
、
老
後
に
お
け
る
心
身
の
健
康
に
関
す
る

正
し
い
知
識
の
普
及
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ω
健
康
相
談

健
康
相
談
は
、
四

O
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
老
後
に
お
け
る
心

身
の
健
康
に
関
し
相
談
及
び
必
要
な
指
導
・
助
言
を
行
う
も
の
と

す
る
。

4
4
 

料

五

資

健
康
診
査

健
康
診
査
は
、
四

O
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
老
後
に
お
け
る
心

身
の
健
康
の
保
持
に
資
す
る
た
め
、
毎
年
所
定
の
検
査
及
び
必
要

な
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

間

養
療

療
養
は
、
七

O
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
そ
の
疾
病
又
は
負
傷
に

関
し
て
診
察
、
治
療
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

刷

機

能

訓

練

機
能
訓
練
は
、
四

O
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
疾
病
等
に
よ
り
心

身
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
者
に
対
し
て
日
常
生
活
能
力
の
維
持

向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
を
行
う
も
の
と
す
る
。

け

d
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訪
問
指
導

訪
問
指
導
は
、
四

O
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
心
身
の
障
害
の
た

め
、
ね
た
き
り
等
の
状
態
に
あ
る
者
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
者

等
に
つ
い
て
保
健
婦
等
を
そ
の
家
庭
に
訪
問
さ
せ
て
必
要
な
保
健

指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

制
そ
の
他
老
後
に
お
け
る
健
康
の
保
持
と
適
正
な
医
療
の
確
保
を

図
る
う
え
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業

二
保
健
給
付
の
実
施

ω
保
健
給
付
は
、
市
町
村
が
地
域
の
関
係
機
関
等
の
協
力
を
え
て
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

ω
保
健
所
は
、
市
町
村
が
行
う
保
健
給
付
に
関
し
、
指
導
・
助
言

し
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

ω
療
養
の
給
付
は
、
保
健
医
療
機
関
等
に
お
い
て
取
扱
う
も
の
と

し
、
健
康
診
査
は
市
町
村
の
委
託
に
よ
り
、
保
健
医
療
機
関
等
に



老人保健法制定の立法過程

お
い
て
も
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

凶
保
健
給
付
の
実
施
及
び
費
用
の
支
払
の
基
準
は
、
厚
生
大
臣
が

定
め
る
。

第

三

費

用

一
費
用
負
担
割
合

保
健
給
付
に
要
す
る
費
用
は
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
の
負
担

金
及
び
保
険
者
か
ら
の
拠
出
金
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
。
そ

の
割
合
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
。

二
保
険
者
拠
出
金

山
各
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
は
、
拠
出
金
総
額
を
加
入
者
の
数
に

よ
っ
て
被
用
者
保
険
及
び
国
保
に
按
分
し
、
さ
ら
に
加
入
者
の
所

得
に
よ
っ
て
各
保
険
者
に
按
分
し
た
額
と
す
る
。

ω
各
保
険
者
は
、
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、

特
別
の
保
険
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

ω
特
別
の
保
険
料
は
、
被
用
者
保
険
に
お
い
て
は
被
保
険
者
及
び

被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
主
が
各
々
二
分
の
一
ず
つ
を
負
担
す

る
も
の
と
す
る
。

凶
特
別
の
保
険
料
の
徴
収
は
、
健
康
保
険
の
保
険
料
そ
の
他
医
療

保
険
各
制
度
の
徴
収
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
部
負
担

川
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
本
人
又
は
扶
養
義
務
者
に
一
定
水

準
以
上
の
所
得
の
あ
る
と
き
は
一
部
負
担
金
を
支
払
う
も
の
と
す

ヲ
匂
。
ω
療
養
の
給
付
以
外
の
保
健
給
付
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
本
人
又

は
扶
養
義
務
者
か
ら
そ
の
費
用
の
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

第
四

関
連
施
策
の
推
進

こ
の
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
図
り
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

次
の
よ
う
な
施
策
の
推
進
と
有
機
的
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ω
診
療
報
酬
体
系
の
合
理
化
、
医
療
費
支
出
の
適
正
化
、
保
険
外

負
担
の
解
消
な
ど
医
療
保
険
制
度
の
改
善

ω
保
健
婦
な
ど
保
健
医
療
従
事
者
の
養
成
研
修
及
び
医
療
資
源
の

効
率
的
な
活
用

ω
老
人
性
痴
呆
そ
の
他
老
人
精
神
障
害
対
策

凶
成
人
病
対
策
そ
の
他
公
衆
衛
生
対
策

ω
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
の
整
備
、
在
宅
の
ね
た
き
り
老
人
等
に

対
す
る
援
助
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
及
び
老
人
の
生
き
が
い
対

策
附
老
人
保
健
(
精
神
医
学
を
含
む
。
)
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
技

術
の
開
発

北法42(4・237)1195 



料

〈
資
料
問
〉

資

老
人
保
健
制
度
に
お
け
る
費
用
負
担
割
合
に
つ
い
て

「
昭
和
五
五
年
一
一
月
一

O
日

J

f

厚
生
省
老
人
保
健
医
療
対
策
本
部
」

基
本
的
考
え
方

国
・
地
方
公
共
団
体
・
保
険
者
が
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き
、
共
同
で

財
源
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

二
国
・
地
方
公
共
団
体
・
保
険
者
(
保
険
料
)
の
負
担
割
合
は
、
こ
の

制
度
に
対
す
る
公
的
責
任
と
現
行
制
度
に
お
け
る
負
担
の
状
況
等
を
考

慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

各
制
度
間
の
負
担
の
均
衡
を
で
き
る
限
り
図
る
も
の
と
す
る
。

ω会
国
は
費
用
総
額
の
四

O
%程
度
、
地
方
公
共
団
体
は
一

O
%程
度

を
負
担
し
、
各
制
度
は
保
険
者
拠
出
金
と
し
て
五

O
%程
度
を
拠
出

す
る
。

ω
保
険
者
拠
出
金
は
、
加
入
者
の
数
及
び
加
入
者
の
所
得
に
よ
っ
て
、

各
制
度
に
按
分
す
る
。

ω
被
用
者
保
険
の
加
入
者
と
国
保
の
加
入
者
の
負
担
の
均
衡
を
図
る

等
の
た
め
、
国
は
保
険
の
拠
出
額
の
一
部
を
負
担
す
る
。

〔

B
案〕

ω
各
制
度
は
、
費
用
総
額
の
お
お
む
ね
二
分
の
一
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
の
制
度
の
老
人
加
入
者
に
要
す
る
費
用
及
び
残
り
の
お
お
む
ね
二

分
の
一
に
つ
い
て
全
加
入
者
数
に
よ
っ
て
各
制
度
に
按
分
し
た
費
用

を
拠
出
す
る
。

ω
国
は
、
各
制
度
の
拠
出
額
に
対
し
、
現
行
制
度
に
よ
る
負
担
の
ほ

か
、
一
定
の
負
担
を
し
、
地
方
公
共
団
体
は
国
保
に
対
し
、
新
た
に

一
定
の
負
担
を
す
る
。

(A案)

(B案)

各制度の老人加入者にかかる費用

卦一一被用者一__L一寸一一国保・
全加入者数により按分した費用
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〈
資
料
刊
〉

O
老
人
保
健
医
療
対
策
に
つ
い
て
(
意
見
)

「
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
一
一
日
総
社
第
九
一
号
J

「
厚
生
大
臣
宛
社
会
保
障
制
度
審
議
会
」

老人保健法制定の立法過程

本
審
議
会
は
、
老
人
保
健
医
療
対
策
に
関
す
る
基
本
方
策
に
つ
い
て
本

年
三
月
諮
問
を
受
付
て
以
来
、
鋭
意
審
議
を
重
ね
て
い
る
が
、
こ
の
問
題

は
、
関
連
す
る
分
野
が
広
く
、
か
っ
、
複
雑
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
た

め
、
い
ま
だ
最
終
的
結
論
を
得
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
貴
職
か
ら
の
強
い
要
望
も
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、

現
段
階
に
お
け
る
意
見
を
と
り
ま
と
め
、
別
紙
の
と
お
り
送
付
す
る
。

(
別
紙
)

1

老
人
保
健
医
療
対
策
は
、
現
在
、
医
療
費
保
障
に
か
た
よ
り
、
予
防

か
ら
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
養
護
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た

サ
ー
ビ
ス
に
欠
け
、
か
っ
、
各
医
療
保
険
制
度
聞
に
医
療
費
負
担
の
著

し
い
不
均
衡
が
あ
る
な
ど
、
放
置
で
き
な
い
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
に
対

処
す
る
た
め
の
抜
本
的
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

健
康
な
老
人
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
高
齢
者
本
人
が
自
分
の
健
康

に
関
す
る
自
覚
と
責
任
を
持
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
対
策
の
立
案
に

当
た
っ
て
は
、
こ
れ
に
充
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
老
人
保
健
医
療
対
策
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
年
金
、
福
祉
、

2 
サ
ー
ビ
ス
、
就
労
、
住
宅
等
の
各
分
野
に
わ
た
る
対
策
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
も
考
慮
し
つ
つ
、
充
実
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

健
康
な
老
後
を
確
保
す
る
た
め
の
保
健
対
策
は
、
な
る
べ
く
早
い
年

齢
か
ら
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
保
健
対
策
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
市
町
村
に
お
け
る
体
制
を
整
備
し
、
保
健
所
の
機
能
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
職
域
に
お
け
る
健
康
診
査
等
と
の
連
携
・
調
整
を

図
る
必
要
が
あ
る
。

健
康
診
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
現
状
を
み
る
と
、
受
診
率
が
極
め
て

低
く
、
ま
た
地
域
間
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
も
目
立
ち
、
さ
ら
に
そ
の
効
果

も
充
分
で
は
な
い
う
ら
み
が
あ
る
の
で
、
受
診
率
の
引
上
げ
を
図
る
と

と
も
に
、
健
康
手
帳
制
度
の
活
用
等
そ
の
効
果
を
高
め
る
た
め
の
諸
方

策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
り
わ
け
在
宅
の
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
施
設
入
所
者
と
の
均
衡
を

も
考
慮
し
た
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
在
宅

の
高
齢
者
に
対
す
る
保
健
婦
等
に
よ
る
看
護
指
導
、
ホ
ー
ム
へ
ル
パ

1

活
動
等
を
充
実
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
ら
れ
る
デ
イ
ケ
ア

施
設
等
に
つ
い
て
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
を
さ
ら
に
怒
充
・
改
革
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の
療
養
や
介
護
を
要

す
る
高
齢
者
の
た
め
の
施
設
(
い
わ
ゆ
る
中
間
施
設
)
を
早
急
に
設
け

る
こ
と
を
望
み
た
い
。
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料資

3 

な
お
、
保
健
婦
の
養
成
と
活
用
に
一
一
層
の
力
を
注
ぐ
と
と
も
に
、
他

面
、
理
学
療
法
、
作
業
療
法
等
の
開
発
を
促
進
し
、
こ
れ
ら
専
門
家
の

養
成
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

老
人
保
健
医
療
対
策
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
保
健
対
策
は
原
則
と
し

て
公
的
負
担
で
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
が
、
医
療
費
に
つ
い
て
は
、

園
、
地
方
公
共
団
体
及
び
保
険
者
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

各
保
険
が
負
担
す
る
老
人
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
各
保
険
者
が
そ
れ

ぞ
れ
加
入
者
数
等
に
応
じ
て
公
平
に
負
担
す
る
こ
と
と
し
、
保
険
者
の

努
力
が
反
映
す
る
よ
う
工
夫
し
て
配
分
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

必
要
に
応
じ
段
階
的
に
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
た
め
保

険
者
が
参
加
す
る
適
当
な
機
関
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
現
行
の
老
人
医
療
費
支
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
見

直
す
こ
と
と
し
、
自
助
努
力
の
必
要
性
等
を
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
高

齢
者
に
特
に
必
要
な
付
添
看
護
等
の
保
険
外
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と

と
す
る
。
そ
の
際
、
低
所
得
者
へ
の
配
慮
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

老
人
医
療
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
医
療
機
関
の
適
正
配
置
、
医

療
機
器
の
重
複
投
資
の
是
正
等
の
医
療
資
源
の
効
率
的
分
配
・
利
用
、

医
療
の
質
の
向
上
、
診
療
報
酬
の
適
正
化
等
医
療
費
適
正
化
対
策
が
不

可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
診
療
報
酬
支
払
方
法
の
基
本
的
見
直
し
等
の

抜
本
的
対
応
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
関
係
者
が
進
め
つ
つ
あ
る
、
い

わ
ゆ
る
「
医
療
費
の
無
駄
排
除
」
の
努
力
は
、
引
き
続
き
推
進
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北法42(4・240)1198 

〈
資
料
ロ
v

老
人
保
健
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
厚
生
・
大
蔵
両
大
臣
の
合
意

〔
昭
和
五
五
年
二
一
月
一
一
一
日
〕

-
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
応
し
、
予
防
を
含
む
総
合
的
な
老
人
保
健

対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
を
創
設
す
る
。

2

新
制
度
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
厚
生
省
老
人
保
健
医
療
対
策
本
部
第

一
次
試
案
を
基
に
詰
め
る
。

3

新
制
度
の
実
施
に
先
立
ち
、
新
制
度
に
お
け
る
診
療
報
酬
の
あ
り
方

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

4
新
制
度
に
お
い
て
は
、
園
、
地
方
公
共
団
体
、
各
保
険
者
の
共
同
の

責
任
に
お
い
て
、
毎
年
度
収
支
均
衡
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
方
策
を
検
討

す
る
。

5 

新
制
度
の
実
施
時
期
は
、
五
七
年
度
と
す
る
。

前
記
事
項
を
内
容
と
す
る
新
制
度
を
創
設
す
る
た
め
の
老
人
保
健
法

案
(
仮
称
)
を
次
の
通
常
国
会
に
予
算
非
関
連
法
案
と
し
て
提
出
す
る
。

現
行
制
度
は
、
五
六
年
度
に
お
い
て
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

6 7 



〈
資
料
日
v

O
社
会
保
険
審
議
会
へ
の
諮
問
「
昭
和
五
六
年
三
月
一

O
日
厚
生
省
発
保
第
三
五
号
J

「

社

会

保

険

審

議

会

宛

厚

生

大

臣

」

別
添
要
綱
の
と
お
り
、
老
人
保
健
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
に
関
し
健
康

保
険
、
船
員
保
険
及
び
旦
一
雇
労
働
者
健
康
保
険
の
各
制
度
を
改
正
す
る
こ

と
に
つ
き
、
貴
会
の
意
見
を
求
め
ま
す
。

別
添
要
綱
は
資
料
H
別
添
に
同
じ

注〈
資
料
M
V

O
社
会
保
障
制
度
審
議
会
へ
の
諮
問

「
昭
和
五
六
年
三
月
一
一
日

「
社
会
保
障
制
度
審
議
会
宛

厚
生
省
社
第
二

O
八
号
J

厚
生
大
臣

L

老人保健法制定の立法過程

高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
応
し
、
総
合
的
な
老
人
保
健
対
策
を
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
別
添
要
綱
の
と
お
り
、
老
人
保
健
法
(
案
)
を
制
定
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
措
置
法
(
昭
和
二
三
年
法
律
第
二

六
六
号
)
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貴
会
の
意
見
を
求
め
ま
す
。

(
別
添
)

老
人
保
健
法
案
要
綱

総

則

第
一
章

第

目

的

こ
の
法
律
は
、
国
民
の
自
助
と
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き
、
国
民
の
老

後
に
お
け
る
健
康
の
保
持
と
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
疾
病

の
予
防
、
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
各
種
保
健
事
業
を
総
合

的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
費
用
負
担
の
公
平
を
期
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

基
本
的
理
念

国
民
は
、
自
ら
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
を
自
覚
し
て
常

に
健
康
の
保
持
増
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
年
齢
、
心
身
の
状
況
等
に

応
じ
、
職
域
又
は
地
域
に
お
い
て
適
切
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
機

会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
制
度
の
健
全
か
つ
円
滑
な
運
営
を

図
る
た
め
、
必
要
な
各
般
の
措
置
を
講
*
す
る
と
と
も
に
、
医
療
、
公
衆

衛
生
、
福
祉
そ
の
他
の
積
極
的
な
推
進
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
保
険
者
の
責
務

医
療
保
険
各
法
の
保
険
者
は
、
加
入
者
の
老
後
の
健
康
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
事
業
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
乙
の
制
度
が

健
全
か
つ
円
滑
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
用
語
の
定
義

第

北法42(4・241)1199 



料資

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
医
療
保
険
各
法
」
と
は
、

げ
る
法
律
を
い
う
。

川
健
康
保
険
法

ω
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法

ω
船
員
保
険
法

凶
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

ω
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法

附
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

的
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法

則
国
民
健
康
保
険
法

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
加
入
者
L

と
は
、
医
療
保
険
各
法
に
規
定

す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
組
合
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
被
扶
養
者
を

い
〉
フ

l 

次
の
各
号
に
掲

2 1 

第
二
章
老
人
保
健
審
議
会

こ
の
制
度
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
厚

生
省
に
附
属
機
関
と
し
て
老
人
保
健
審
議
会
を
置
く
。

老
人
保
健
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
政

令
で
定
め
る
。

2 

第
三
章
保
健
事
業

第
一
節
保
健
事
業
の
種
類
等

第

保
健
事
業
の
種
類

こ
の
法
律
に
よ
る
保
健
事
業
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

健
康
手
帳
の
交
付

健
康
診
査
の
記
録
そ
の
他
心
身
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項
を
記
載
し
、
自
ら
の
健
康
管
理
と
適
切
な
医
療
に
資
す
る
も

の
と
す
る
。

北法42(4・242)1200

1 2 

健
康
教
育

心
身
の
健
康
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
、
啓
発
を
図
る
と
と

も
に
、
健
康
に
つ
い
て
の
自
覚
を
高
め
る
も
の
と
す
る
。

健
康
相
談

心
身
の
健
康
に
関
し
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
行

う
も
の
と
す
る
。

3 4 

健
康
診
査

心
身
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
所
定
の
検
査
及
び
指
導

を
行
う
も
の
と
す
る
。

医

5

療

ω
疾
病
又
は
負
傷
に
関
し
て
診
察
、
治
療
、
看
護
そ
の
他
厚
生
大

臣
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ω
厚
生
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
自
己
の
選
定
す
る
老
人
保
健
機
関
に
健
康
手
帳
を
提
示
し



6 

て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

機
能
訓
練

疾
病
、
負
傷
等
に
よ
り
、
心
身
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
者
に
対

し
て
そ
の
維
持
回
復
を
図
り
、
日
常
生
活
の
自
立
を
助
け
る
た
め
に

必
要
な
訓
練
を
行
う
も
の
と
す
る
。

訪
問
指
導

疾
病
、
負
傷
等
に
よ
り
、
家
庭
に
お
い
て
寝
た
き
り
の
状
態
に
あ

る
者
等
に
つ
い
て
、
保
健
婦
そ
の
他
の
者
を
訪
問
さ
せ
て
必
要
な
保

健
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

そ
の
他
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る

7 8 

老人保健法制定の立法過程

事
業

第
二
保
健
事
業
の
対
象

保
健
事
業
の
う
ち
医
療
は
、
七

O
歳
以
上
の
者
(
医
療
保
険
各
法
の

加
入
者
に
限
る
。
)
を
対
象
と
し
て
行
い
、
医
療
以
外
の
保
健
事
業
は
、

四
O
歳
以
上
の
者
(
職
域
等
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
業
に
相
当
す
る
事

業
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
)
を
対
象
と
し
て
行
う
。

第
二
節
保
健
事
業
の
実
施

第
一
款
市
町
村

実
施
主
体

こ
の
法
律
に
よ
る
保
健
事
業
は
、
市
町
村
が
行
う
。

第
1 

2 

市
町
村
は
、
保
健
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
、
保
健
所
、
老
人
保
健

機
関
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
そ
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
は
、
保
健
事
業
を
行
う
市
町
村
に
対
し
必
要
な
指
導
、

助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
に
協
力
、
援
助
す
る
も
の
と
す

司令。

3 4 

保
険
者
は
、
自
ら
保
健
事
業
に
相
当
す
る
施
設
又
は
事
業
を
行
う

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
行
う
保
健
事
業
の
実
施
に
協
力

す
る
も
の
と
す
る
。

老
人
保
健
推
進
協
議
会

市
町
村
は
、
保
健
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
条
例
で
地
域

に
お
け
る
公
私
の
関
係
機
関
、
団
体
、
施
設
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
な

る
老
人
保
健
推
進
協
議
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
実
施
の
基
準

保
健
事
業
の
実
施
の
方
法
及
び
費
用
の
算
定
の
基
準
は
、
保
健
事
業

の
種
類
ご
と
に
地
域
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
厚
生
大
臣
が
定
め
る
も
の

と
す
る
。

第
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老
人
保
健
機
関
等

第

第
二
款

老
人
保
健
機
関

次
に
掲
げ
る
者
は
、
老
人
保
健
機
関
と
す
る
。

ω
健
康
保
険
法
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局



料

ω
国
民
健
康
保
険
法
に
規
定
す
る
療
養
取
扱
機
関

第
二
老
人
保
健
医
及
び
老
人
保
健
薬
剤
師

次
に
掲
げ
る
者
は
、
老
人
保
健
医
及
び
老
人
保
健
薬
剤
師
と
す
る
。

山
健
康
保
険
法
に
規
定
す
る
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師

ω
国
民
健
康
保
険
法
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
医
及
び
国
民
健

康
保
険
薬
剤
師

第
三
老
人
保
健
機
関
等
の
義
務

-
老
人
保
健
機
関
及
び
老
人
保
健
医
等
は
、
厚
生
大
臣
が
定
め
る
医

療
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
医
療
を
取
り
扱
い
、
又

は
担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

老
人
保
健
機
関
及
び
老
人
保
健
医
等
は
、
医
療
に
関
し
、
厚
生
大

臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
行
う
指
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

四

章

費

用

第
一
節
費
用
の
支
弁
及
び
負
担

第
一
費
用
の
支
弁

保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
は
、
市
町
村
が
支
弁
す
る
。

第
二
医
療
に
要
す
る
費
用
の
負
担

-
医
療
に
要
す
る
費
用
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
保
険
者
が
負

担
す
る
。

資

2 

国
は
、
医
療
に
要
す
る
費
用
の
二
割
を
負
担
す
る
ほ
か
、
保
険
者

が
納
付
す
べ
き
拠
出
金
の
一
部
に
つ
い
て
、
医
療
保
険
各
法
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
負
担
す
る
。

3

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
医
療
に
要
す
る
費
用
の
各
々

0
・五

割
を
負
担
す
る
。

第
三
医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
の
負
担

医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
は
、
園
、
都
道
府
県
及
び
市

町
村
が
各
々
三
分
の
一
を
負
担
す
る
。

第
二
節
保
険
者
拠
出
金

1

保
険
者
は
、
医
療
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
毎
年
度
拠
出

金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

各
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
は
、
各
年
度
に
お
け
る
医
療
に
要
す
る

費
用
の
総
額
の
七
割
を
基
礎
と
し
、
当
該
保
険
者
の
加
入
者
数
、
七

O
歳
以
上
の
加
入
者
に
係
る
医
療
費
の
額
等
を
基
準
と
し
て
政
令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
者
ご
と
に
按
分
し
た
額
と
す
る
。

3

保
険
者
は
、
医
療
保
険
各
法
又
は
地
方
税
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
保
険
料
そ
の
他
の
徴
収
金
を
も
っ
て
拠
出
金
の
納
付
に
要
す

る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節
一
部
負
担
等

第
一
一
部
負
担

医
療
を
受
け
る
者
は
、
そ
の
給
付
を
受
け
る
際
、
老
人
の
心
身
の
特
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性
及
び
負
担
能
力
の
ほ
か
、
医
療
保
険
各
法
の
一
部
負
担
金
の
額
等
を

勘
案
し
て
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
部
負
担
金
を
老
人
保
健

機
関
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
二
費
用
の
徴
収

市
町
村
は
、
医
療
以
外
の
保
健
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
、
負
担
能
力

に
応
じ
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
拠
出
金
の
収
納
等

-
保
険
者
か
ら
拠
出
金
を
収
納
し
、
市
町
村
に
対
し
納
付
す
る
事
務

を
行
う
た
め
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に
老
人
保
健
基
金
を

設
け
る
も
の
と
す
る
。

老人保健法制定の立法過程

老
人
保
健
基
金
に
関
す
る
予
算
、
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
は
、
厚

生
大
臣
が
認
可
す
る
も
の
と
す
る
。

第

六

章

雑

則

報
告
の
徴
収
、
時
効
、
不
服
申
立
て
等
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
置

ノ¥。
2 

第

附

則

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
老
人
保
健
審
議
会
に
関
す
る
部
分
は
公
布
の
日
か
ら
、

そ
の
他
の
規
定
は
昭
和
五
七
年
度
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

第

関
係
法
律
の
改
正

医
療
保
険
各
法
の
改
正

ω
七

O
歳
以
上
の
加
入
者
に
対
し
て
、
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
療

養
の
給
付
及
び
家
族
療
養
費
の
支
給
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

ω
保
険
者
は
、
老
人
保
健
法
に
基
づ
く
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る

費
用
に
充
て
る
た
め
、
保
険
料
そ
の
他
の
徴
収
金
を
徴
収
す
る
も

の
と
す
る
。

ω
国
は
、
老
人
保
健
法
に
基
づ
く
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

に
関
し
、
現
在
国
庫
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
保
険
者
に
対
し
、
そ

の
国
庫
補
助
率
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
割
合
に
よ
り
、
負

担
又
は
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

老
人
福
祉
法
の
改
正

老
人
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
削
除
等
の
改
正
を
行
う
。

厚
生
省
設
置
法
そ
の
他
関
係
法
律
の
改
正
を
行
う
。

1 2 3 
〈
資
料
日
v

北法42(4・245)1203

O
社
会
保
険
審
議
会
の
答
申

「
昭
和
五
六
年
四
月
二
五
日

J

「
厚
生
大
臣
宛
社
会
保
険
審
議
会
」

昭
和
五
六
年
三
月
十
日
厚
生
省
発
保
第
二
五
号
を
も
っ
て
諮
問
の
あ
っ



料

た
件
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お
り
答
申
す
る
。

政
府
は
、
こ
の
意
見
を
十
分
尊
重
し
法
案
の
作
成
に
当
た
ら
れ
た
い
。

(
別
紙
)

-
現
行
の
老
人
保
健
医
療
対
策
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
お
り
制
度
的
に
医
療
費
保
障
へ
の
偏
重
、
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
一

貫
性
の
欠
如
、
各
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
老
人
医
療
費
の
負
担
の
不

均
衡
と
い
っ
た
大
き
な
問
題
を
包
含
し
て
い
る
。

現
行
の
老
人
保
健
医
療
対
策
に
内
在
す
る
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て

は
、
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
控
え
て
、
そ
の
基
本
的
な
見
直

し
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
国
民

の
感
心
は
極
め
て
高
い
も
の
が
あ
る
。

2

今
回
の
諮
問
は
、
老
人
保
健
制
度
を
創
設
し
、
壮
年
期
か
ら
の
疾
病

の
予
防
と
健
康
管
理
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
な
老
人
づ
く
り

を
目
指
し
て
い
る
も
の
で
評
価
に
値
す
る
。

3

診
療
報
酬
体
系
の
合
理
化
、
医
療
費
の
無
駄
の
排
除
、
保
険
外
負
担

の
解
消
な
ど
当
審
議
会
が
か
ね
て
指
摘
し
て
き
た
現
行
医
療
保
険
制
度

の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
着
実
に
改
善
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
時
に
、
本
制
度
に
対
す
る
各
制
度
の
費
用
の
拠
出
の
公
平
を
期
す
る

た
め
に
は
、
保
険
料
の
負
担
方
法
な
ど
の
商
に
お
け
る
医
療
保
険
制
度

聞
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
是
正
も
必
要
で
あ
る
。

資

医
療
担
当
者
た
る
公
益
委
員
は
、
七

O
歳
で
生
命
の
尊
厳
を
区
別
し

た
本
制
度
に
は
反
対
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。

(
諮
問
項
目
に
つ
い
て
)

-
医
療
の
対
象
者
に
つ
い
て

対
象
年
齢
に
つ
い
て
七

O
歳
以
上
と
す
る
こ
と
は
、
現
下
の
厳
し
い

社
会
経
済
情
勢
か
ら
み
て
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、

被
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員
は
、
社
会
通
念
か
ら
み
て
六
五
歳
以
上
と

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。

2

医
療
に
要
す
る
費
用
の
負
担

今
回
示
さ
れ
た
園
、
地
方
公
共
団
体
、
保
険
者
が
共
同
し
て
財
源
を

拠
出
す
る
と
い
う
費
用
負
担
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
の
費
用

負
担
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
有
効
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き

スω
。

北法42(4・246)1204

4 

そ
の
是
正
に
当
た
っ
て
は
、
各
制
度
に
お
け
る
加
入
者
数
と
老
人
医

療
費
の
実
績
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
具
体
的
な

費
用
の
按
分
方
法
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
事
業
主
を
代
表
す
る
委
員
か
ら
、
保
険
者
の
拠

出
金
は
加
入
者
数
で
は
な
く
被
保
険
者
数
で
按
分
す
べ
き
で
あ
り
、
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
所
得
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
別
途
検
討
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。



公
費
負
担
に
つ
い
て
も
適
正
な
水
準
を
確
保
し
、
特
に
、
国
の
負
担

に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
現
行
の
実
質
的
な
水
準
を
維
持
す
べ
き
で

あ
る
。

(
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
)

-
診
療
報
酬
支
払
方
法
に
つ
い
て

老
人
保
健
制
度
に
お
け
る
診
療
報
酬
支
払
方
法
に
つ
い
て
は
、
医
療

費
の
適
正
化
を
図
り
、
老
人
の
特
性
に
見
合
っ
た
診
療
報
酬
体
系
と
す

る
た
め
、
現
行
の
出
来
高
払
制
度
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

2

患
者
の
一
部
負
担
に
つ
い
て

患
者
の
一
部
負
担
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
に
お
け
る
老
人

の
受
療
の
状
況
、
新
制
度
に
お
け
る
費
用
負
担
の
あ
り
方
等
か
ら
み
て
、

や
む
を
得
な
い
も
の
と
す
る
意
見
の
外
、
導
入
そ
の
も
の
に
反
対
と
い

老人保健法制定の立法過程

う
意
見
も
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
導
入
す
る
と
し
て
も
初
診
に
限
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意

見
も
あ
る
の
で
、
そ
の
方
法
、
金
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す

場。。ま
た
、
法
案
要
綱
に
お
い
て
患
者
の
一
部
負
担
を
政
令
で
定
め
る
と

し
て
い
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
事
柄
の
重
要
性
か
ら
み
て
法
定
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。

3 

医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
つ
い
て

こ
の
制
度
の
眼
目
の
一
つ
で
あ
る
予
防
か
ら
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
治
療
偏
重
の

現
行
制
度
を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ね
ら
い
に
つ
い
て

は
評
価
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
効
果
的
実
施
に
つ
い
て
は
、
政
府
を
は
じ
め

関
係
者
の
努
力
に
ま
つ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
本
制
度
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
に
は
、
老
人
の
健
康
維
持
に
ふ
さ
わ
し
い
保
健
事
業
の
シ
ス

テ
ム
化
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
市
町
村
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
健
事
業

の
充
実
、
円
滑
な
運
営
の
た
め
、
国
が
財
政
的
裏
付
け
に
十
分
意
を
注

ぐ
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
保
健
婦
等
要
員
の
養
成
、
施
設
の
整
備
等
保
健
医
療
体
制

に
つ
い
て
一
層
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
特
別
養
護
老
人
ホ
!
ム
、
在
宅

ケ
ア
等
関
連
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
け
い
を
深
め
る
ほ
か
、
デ
イ
・
ケ

ア
・
ナ

l
シ
ン
グ
ホ
!
ム
等
い
わ
ゆ
る
中
間
施
設
に
つ
い
て
も
計
画
的

に
充
実
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
各
保
険
者
が
行
う
保
健
施
設
活
動
に
お
い
て
も
、
全
体
と
し
て

本
制
度
に
お
け
る
保
健
事
業
を
下
回
ら
な
い
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
必
要

が
あ
り
、
国
は
、
そ
の
た
め
の
行
政
指
導
を
す
べ
き
で
あ
る
。

北法42(4・247)1205

4 

老
人
保
健
審
議
会
に
つ
い
て

診
療
報
酬
の
あ
り
方
等
こ
の
制
度
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審



料

議
す
る
老
人
保
健
審
議
会
の
任
務
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
費
用
拠
出
者
で
あ
る
被
保
険
者
と
事
業
主
、
保
健
事

業
従
事
者
な
ど
関
係
者
の
意
見
を
十
分
反
映
で
き
る
構
成
と
す
べ
き
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

資

そ
の
他

老
人
保
健
推
進
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
市
町
村
に
設
置
す

る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
老
人
保
健
審
議
会
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
当
審
議
会
と
関

係
の
深
い
事
項
に
つ
い
て
、
密
接
な
連
携
を
と
っ
た
運
営
が
な
さ
れ
る

よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
。

以
上
の
ほ
か
、
こ
の
制
度
の
名
称
は
、

J
品
齢
者
保
健
医
療
制
度
L

と
す

る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

最
後
に
、
今
回
の
諮
問
に
当
た
っ
て
、
本
案
は
全
く
新
し
い
試
み
で
あ

る
と
い
う
事
柄
の
性
格
上
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ

の
内
容
及
び
審
議
に
際
し
て
の
当
局
側
の
説
明
に
は
具
体
性
に
欠
け
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
た
め
、
制
度
内
容
の
理
解
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
か
っ

た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
今
後
、
制
度
の
実
施
に
向
け
て
国
民
の

十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
当
局
側
の
努
カ
を
促
し
た
い
。

5 

〈
資
料

mv

O
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
答
申「
昭
和
五
六
年
四
月
二
五
日
総
社
第
四
九
号
J

「
厚
生
大
臣
宛
社
会
保
障
制
度
審
議
会
」

昭
和
五
六
年
三
月
一
一
日
厚
生
省
社
第
二

O
八
号
で
諮
問
の
あ
っ
た
標

記
の
件
に
つ
い
て
、
本
審
議
会
の
意
見
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

1 

「
H
U

高
齢
化
の
急
速
に
進
行
す
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
老
人
医
療
に
関

す
る
制
度
の
改
革
は
緊
急
の
課
題
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
案

が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
老
人
保
健
法
案
は
、
従
来
の
老
人
医
療
費
に
お
け
る
医
療
保
険

負
担
分
と
公
費
負
担
分
と
を
制
度
的
に
統
合
し
、
園
、
地
方
公
共
団
体

及
び
保
険
者
が
一
定
の
基
準
に
よ
り
負
担
し
た
も
の
を
財
源
と
し
て
、

ど
の
医
療
保
険
に
属
す
る
か
、
ま
た
本
人
で
あ
る
か
被
扶
養
者
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
七

O
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
し
て
は
同
一
の
医
療
を
給

付
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
制
度
の
仕
組
の
面
に
若
干
の
無
理

は
あ
る
も
の
の
、
一
つ
の
新
し
い
考
え
方
に
立
と
う
と
し
て
い
る
も
の

〉
}
い
み
ん

4
0
。

同
時
に
、
医
療
に
傾
斜
し
す
ぎ
た
こ
れ
ま
で
の
制
度
の
欠
陥
を
改
善

し
、
予
防
か
ら
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
至
る
ま
で
の
総
合

北法42(4・248)1206



的
な
保
健
医
療
対
策
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
費
を
中

心
と
し
た
予
防
等
の
事
業
を
拡
大
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
妥

当
で
は
あ
る
が
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
早
急
に
こ
れ
ら
の
事

業
の
格
段
の
普
及
と
そ
の
質
の
向
上
並
び
に
地
域
聞
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

の
解
消
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
制
度
は
、
単
に
財
政
的
見
地
か
ら
の
み
で
な
く
、
保
健
と
医
療

と
に
一
貫
性
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
聞
を
そ
の
ラ
イ
フ
・
サ

イ
ク
ル
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
、
結
果
に
お
い
て
老
人
福
祉
の
向

上
に
つ
な
が
る
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
創
設
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
対
象
者
本
人
の
自
覚
と
責

任
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
世
代
聞
の
連
帯
が
不
可
欠
で
あ

る。

老人保健法制定の立法過程

さ
ら
に
、
老
人
医
療
費
の
負
担
等
に
つ
い
て
改
革
を
行
う
以
上
、
わ

れ
わ
れ
が
本
審
議
会
の
「
中
間
意
見
」
で
強
調
し
た
と
お
り
、
医
療
資

源
の
効
率
的
配
分
・
利
用
や
医
療
費
の
適
正
化
対
策
と
と
も
に
、
診
療

報
酬
の
あ
り
方
の
検
討
が
速
や
か
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
関
係
者
の
合

意
は
得
ら
れ
ま
い
。

実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
保
健
事
業
の
推
進
に
当
た
っ
て
、
マ

ン
パ
ワ

l
の
確
保
、
保
健
所
の
機
能
の
強
化
、
医
療
機
関
の
協
力
等
の

点
で
、
園
、
都
道
府
県
の
協
力
・
援
助
の
も
と
に
、
そ
の
体
制
を
強
化

2 

す
る
必
要
が
あ
る
。

被
用
者
保
険
の
加
入
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
実
施
状
況
に
配
慮
を

加
え
な
が
ら
、
職
域
で
保
健
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
中
心
に
考
え
る

こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
、
職
域
と
地
域
と
の
連
携
を
ど

の
よ
う
に
図
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
策
を
樹
立
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
民
が
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受
付
る
機
会

が
確
保
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
保
健
事
業
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
健
康
手
帳
制
度
の
活

用
に
努
め
、
健
康
管
理
に
資
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
特
別
養
護

老
人
ホ

l
ム
を
拡
充
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
中
間
施
設
を
設
け
る
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
終
末
ケ
ア
対
策
に
対
す
る
配
意
の
不
足

に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。

3 

老
人
医
療
に
要
す
る
費
用
は
、
園
、
地
方
公
共
団
体
及
び
保
険
者
が

そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
基
準
で
負
担
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
が
、
各
保

険
者
ご
と
の
費
用
負
担
の
案
分
に
つ
い
て
は
、
各
保
険
者
の
老
人
医
療

費
の
実
績
を
反
映
し
た
方
式
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

老
人
保
健
医
療
に
お
い
て
は
、
対
象
者
本
人
の
自
助
努
力
が
必
要
な

こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
一
部
負
担
は
高
齢
者
に
と
っ
て
無
理
の
な
い

範
囲
で
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
長
期
入
院
者
等
に
対
し
て
は
特

に
こ
の
考
え
に
立
っ
た
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
懸
案
と
な
っ
て
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料

い
る
保
険
外
負
担
の
軽
減
措
置
が
速
や
か
に
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
し

資

法
案
要
綱
に
お
い
て
、
多
く
の
重
要
事
項
の
決
定
が
老
人
保
健
審
議

会
の
審
議
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、

他
制
度
と
の
均
衡
に
お
い
て
法
律
事
項
と
す
べ
き
も
の
も
あ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
の
審
議
会
は
、
本
制
度
に
お
い
て
重
大
な
役
割
を
担
う
も
の
で

あ
る
の
で
、
そ
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
方
面
の
意
見
が
十
分
反

映
さ
れ
る
よ
う
特
に
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
法
案
は
、
新
し
い
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
種
々
の
事
務
処
理
上
の
問
題
の

生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
に
対
す
る
万
全

の
準
備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
新
制
度
に
お
け
る
保
健
と
医
療
と
の

間
に
一
貫
性
を
持
た
せ
る
た
め
、
老
人
保
健
医
療
に
関
す
る
総
合
的
研

究
を
推
進
し
、
科
学
的
裏
づ
け
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
老
人
保
健
医

療
対
策
の
究
極
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
べ
き
こ
と
を
付
記

し
て
お
く
。

4 5 〈
資
料
打
〉

衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
〔
昭
和
五
六
年
一

O
月
一
五
日
〕

O
国
務
大
臣
(
村
山
達
雄
君
)
老
人
保
健
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の

趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
、
わ
が
国
は
、
諸
外
国
に
例
を
見
な
い
速
さ
で
人
口
の
高
齢
化
が

進
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
応

し
、
人
間
尊
重
の
精
神
を
堅
持
し
、
社
会
的
公
正
を
確
保
し
つ
つ
、
効
率

的
に
機
能
し
得
る
社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
既
存
制
度
の
見
直
し
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

わ
が
国
の
老
人
保
健
医
療
対
策
は
、
昭
和
田
八
年
以
来
、
医
療
保
険
制

度
及
び
老
人
福
祉
法
に
よ
る
老
人
医
療
費
公
費
負
担
制
度
を
柱
と
し
て
推

進
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
年
々
、
老
人
医
療
費
は
増
高
を
続

け
、
一
方
、
対
策
が
全
体
と
し
て
医
療
費
の
保
障
に
偏
り
、
予
防
か
ら
機

能
訓
練
に
至
る
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
一
貫
性
に
欠
け
て
い
る
こ
と
。
医
療
保

険
各
制
度
問
、
特
に
被
用
者
保
険
と
国
民
健
康
保
険
の
聞
に
、
老
人
の
加

入
率
の
差
に
よ
り
老
人
医
療
費
の
負
担
に
著
し
い
不
均
衡
が
あ
る
な
ど
の

問
題
が
指
摘
さ
れ
る
に
至
り
、
制
度
の
基
本
的
見
直
し
に
つ
い
て
の
要
請

が
高
ま
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
要
請
に
こ
た
え
て
、
長
期
的

な
展
望
に
立
っ
て
制
度
の
基
本
的
あ
り
方
に
つ
い
て
数
年
に
わ
た
り
鋭
意

検
討
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、
疾
病
の
予
防
や
健
康
づ

く
り
を
含
む
総
合
的
な
老
人
保
健
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
を
新
た

に
創
設
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
さ
き
の
第
九
四
回
国
会
に
提
出
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し
、
今
国
会
に
お
い
て
引
き
続
き
御
審
議
を
煩
わ
す
こ
と
と
し
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す。
第
一
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
及
び
基
本
的
理
念
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
こ
の
法
律
は
、
国
民
の
老
後
に
お
け
る
健
康
の
保
持
と
適
切
な

医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
疾
病
の
予
防
、
治
療
、
機
能
訓
練
等
の
保
健

事
業
を
総
合
的
に
実
施
し
、
国
民
保
健
の
向
上
と
老
人
福
祉
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

老人保健法制定の立法過程

ま
た
、
国
民
は
、
自
助
と
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き
、
み
ず
か
ら
健
康
の

保
持
増
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
老
人
の
医
療
費
を
公
平
に
負
担
す
る
こ

と
、
年
齢
、
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
、
適
切
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
基
本
的
理
念
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
老
人
保
健
審
議
会
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
審
議
会
は
、
保
健

事
業
の
関
係
者
及
び
老
人
保
健
に
関
す
る
学
識
経
験
者
二

O
名
を
も
っ
て

構
成
し
、
老
人
保
健
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
て
い
た

だ
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
保
健
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
町
村
が
、
健
康
手
帳
の
交

付
、
健
康
相
談
、
健
康
診
査
、
医
療
、
機
能
訓
練
、
訪
問
指
導
等
の
各
種

保
健
事
業
を
総
合
的
に
、
一
体
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
医
療
に
つ
き
ま
し
て
は
七

O
歳
以
上
を
対
象
と
し
て
お
り

ま
す
が
、
医
療
以
外
の
保
健
事
業
は
、
壮
年
期
か
ら
の
健
康
管
理
が
、
老

後
の
健
康
保
持
の
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
四

O
歳
以

上
の
者
を
対
象
と
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

医
療
に
つ
い
て
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
は
、
老
人
の
心
身
の
特
性

等
を
考
慮
し
て
、
老
人
保
健
審
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
老
人
の
方
々
の
健
康
に
つ
い
て
の
自
覚
と
適
切
な
受
診
を
お
願

い
す
る
た
め
、
医
療
を
受
け
る
際
、
外
来
の
場
合
一
月
五
百
円
、
入
院
の

場
合
四
ヵ
月
を
限
度
と
し
て
一
日
三
百
円
の
一
部
負
担
を
し
て
い
た
だ
く

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
は
、
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
で
あ
り
ま
す
。

保
健
事
業
の
う
ち
医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
園
、
都
道
府

県
及
び
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
ず
つ
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。
な
お
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
者
か
ら
費
用
の
一
部
を
徴
収
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
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医
療
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
が
二
割
、
都
道
府
県
及
び

市
町
村
が
お
の
お
の
五
%
を
負
担
す
る
ほ
か
、
医
療
保
険
各
法
の
保
険
者

が
七
割
を
拠
出
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
は
、

当
該
保
険
者
の
七

O
歳
以
上
の
加
入
者
に
係
る
医
療
費
の
額
と
当
該
保
険



料

者
の
加
入
者
の
総
数
を
基
準
と
し
て
案
分
し
、
保
険
者
間
の
負
担
の
均
衡

を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
現
在
、
医
療
保
険
各
法
に
よ
り
療
養
の
給
付
費
に
つ
い
て
国
庫

補
助
を
受
け
て
い
る
保
険
者
に
対
し
て
は
、
拠
出
金
の
一
部
に
つ
い
て
、

そ
の
補
助
率
を
基
準
と
し
て
国
庫
補
助
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
五
に
、
保
険
者
か
ら
拠
出
金
を
徴
収
し
、
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る

業
務
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
行
い
ま
す
。

第
六
に
、
関
係
法
律
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
し
て
、
老
人

医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
規
定
等
を
整
理
す
る
ほ
か
、
医
療
保
険
各
法
に

お
い
て
は
、
七

O
歳
以
上
の
加
入
者
に
つ
い
て
療
養
の
給
付
等
を
行
わ
な

い
こ
と
と
す
る
等
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
で
あ
り
ま
す
が
、
老
人
保
健
審
議
会

に
関
す
る
規
定
は
、
交
付
の
日
か
ら
三
月
を
、
保
健
事
業
の
実
施
等
に
関

す
る
規
定
は
、
諸
般
の
準
備
が
必
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
交
付
の
日
か
ら

一
年
六
月
を
、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
と
し
、

で
き
る
限
り
速
や
か
に
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
こ
の
法
律
案
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。

資

〈
資
料
日
目
〉修
正
事
項
一
覧

一
老
人
保
健
審
議
会
は
、
厚
生
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
保
険
者
の
拠
出

金
等
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ
医
療
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
並
び
に
医
療
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
大
臣
が
中
央
社
会

保
険
医
療
協
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
医
療
は
、
健
康
保
険
法
及
び
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
保
健
医
療
機

関
等
が
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
医
療
の
対
象
者
に
、
六
五
歳
以
上
七

O
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
政
令

で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ

ト』。
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五
(ー)

一
部
負
担
金
に
つ
い
て
、
次
の
修
正
を
行
う
こ
と
。

外
来
時
一
部
負
担
金
の
額
を
五

O
O円
か
ら
四

O
O円
に
改
め

ヲ
匂
。

(二)

入
院
時
一
部
負
担
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
を
四
カ

月
か
ら
二
ヵ
月
に
改
め
る
。

市
町
村
長
は
、
厚
生
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
理

由
に
よ
り
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
者
に
対
し
、
一
部
負
担
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

日



る。

六
老
人
の
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
と
加
入
者
の
総
数
に
よ
る
保
険
者

拠
出
金
の
按
分
率
を
二
分
の
一
と
法
定
す
る
こ
と
。

七
保
険
者
拠
出
金
に
対
す
る
国
庫
補
効
率
は
、
健
康
保
険
法
、
国
民
健

康
保
険
法
等
に
基
づ
く
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
国
庫

補
助
率
と
同
率
と
法
定
す
る
こ
と
。

八
そ
の
他
の
所
要
の
修
正
を
行
う
こ
と
。

村
健
康
保
険
法
等
の
任
意
継
続
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
事
由
を
緩
和

す
る
。

老人保健法制定の立法過程

口
健
康
保
険
法
及
び
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
保
険
医
療
機
関
等
の

取
消
事
由
に
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
に
係
る
事
由
を
追
加
す
る
。

白
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
に
つ
き
保
険
医
療
機
関
等
が
支
払
を
受

け
る
金
額
を
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
係
る
租
税
特
別
措
置
の
対
象
と

す
る
。

同

保
険
医
療
機
関
等
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
の
事
務
は
保
険
局

の
所
掌
と
す
る
。

そ
の
他
所
要
の
修
正
を
行
う
。

国

〈
資
料
刊
日
V

衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決
議

〔
昭
和
五
六
年
一
一
月
一
一
一
日
〕

老
人
保
健
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
速
や
か
に

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
老
人
医
療
に
つ
い
て
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
は
、
老
人
の
心
身

の
特
性
を
踏
ま
え
て
改
善
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
医
療
を
受
け
る
老
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
差
額
ベ
ッ
ド
、
付

添
看
護
等
の
保
険
外
負
担
を
早
急
に
解
消
す
る
よ
う
、
所
要
財
源
の
確

保
と
行
政
指
導
の
一
層
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。
特
に
、
私
立
大
学
附
属

病
院
に
お
け
る
保
険
外
負
担
の
解
消
に
つ
い
て
格
段
の
努
力
を
す
る
こ

と。

四

薬
価
基
準
の
適
正
化
、
医
療
機
関
に
対
す
る
指
導
、
監
査
の
徹
底
、

医
療
費
通
知
制
度
の
普
及
、
高
額
医
療
機
器
の
共
同
利
用
等
の
施
策
を

積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
の
無
駄
を
排
除
し
、
そ
の

適
正
化
を
図
る
こ
と
。

レ
セ
プ
ト
診
査
の
改
善
充
実
を
図
り
、
特
に
レ
セ
プ
ト
が
迅
速
に
保

険
者
に
送
付
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に
お
け
る
老
人
保
健
業
務
の
実
施
に

北法42(4・253)1211 
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伴
い
、
要
員
の
確
保
そ
の
他
業
務
体
制
の
充
実
強
化
と
診
査
体
制
の
整

備
を
推
進
す
る
こ
と
。

六
医
療
機
関
等
の
適
正
配
置
を
含
め
地
域
医
療
の
推
進
を
図
る
た
め
、

必
要
な
法
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

七
医
療
以
外
の
各
種
の
保
健
事
業
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
保

健
婦
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
の
質
量
両
面
に
わ
た
る
養
成
確
保
及
び
保

健
所
等
必
要
な
施
設
設
備
の
整
備
充
実
に
格
段
の
努
力
を
払
う
と
と
も

に
、
必
要
な
予
算
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

八
老
人
保
健
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
市
町
村
に
地
域
の
関

係
者
か
ら
な
る
連
絡
協
議
組
織
を
設
け
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

九
老
人
医
療
に
お
け
る
は
り
、
き
ゅ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
そ
の
需
要
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

一
O

痴
呆
を
主
と
し
た
老
人
の
精
神
障
害
に
対
応
す
る
た
め
、
精
神
病

床
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
老
人
精
神
障
害
対
策
に

関
す
る
専
門
的
な
調
査
研
究
を
進
め
る
等
総
合
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ

と。

資

退
職
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
検
討
を
急
ぐ
こ
と
。

一
二
老
人
の
保
健
医
療
と
綿
密
な
関
連
を
有
す
る
年
金
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
、
雇
用
、
住
宅
等
に
係
る
老
人
福
祉
対
策
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ

と

本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
応
し
、
老
人
問
題
に
関
す
る

総
合
的
な
研
究
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

北法42(4・254)1212

〈
資
料

mv
議

医
療
費
は
年
々
急
増
を
続
け
、
毎
年
の
増
加
額
は
一
兆
円
に
及
ん
で
い

る
。
高
齢
化
社
会
の
進
行
と
と
も
に
、
国
民
の
負
担
は
一
層
深
刻
化
し
て

い
く
。

決

現
行
の
出
来
高
払
い
方
式
は
、
医
療
の
無
駄
使
い
を
誘
発
し
、
営
利
医

療
を
拡
大
さ
せ
、
医
療
の
荒
廃
を
も
た
ら
す
土
壌
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ

て
、
国
民
の
医
療
費
負
担
を
適
正
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
支
払
方
式
を

改
善
し
、
限
ら
れ
た
医
療
資
源
を
効
率
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ

る。
現
在
、
老
人
保
健
法
案
が
衆
議
院
に
お
い
て
審
議
さ
れ
て
い
る
が
、
老

人
医
療
の
特
性
に
沿
っ
た
支
払
方
式
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
絶
対
に
欠
く

こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
改
善
の

道
を
閉
ざ
す
べ
く
同
法
案
を
修
正
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
改
善
の
道
を
閉
ざ
し
、
現
行
の
支
払
方
式
の
ま
ま
で
老
人

保
健
制
度
を
発
足
さ
せ
れ
ば
、
老
人
医
療
費
は
今
後
と
も
急
激
な
増
加
を

続
け
、
国
民
の
負
担
は
堪
え
難
い
も
の
と
な
る
。



よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
事
項
を
決
議
し
、
こ
の
実
現
を
期
す
る

こ
と
と
す
る
。
コυ
日一=ロ

支
払
方
式
改
善
の
道
を
閉
ざ
す
老
人
保
健
法
案
に
は
絶
対
反
対
す
る
。

昭
和
五
六
年
一
一
月
一
二
日

健
康
保
険
組
合
全
国
大
会

老人保健法制定の立法過程

〈
資
料
引
〉

参
議
院
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
〔
昭
和
五
六
年
一
一
月
二

O
日〕

O
国
務
大
臣
(
村
山
達
雄
君
)
老
人
保
健
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の

趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
、
わ
が
国
は
、
諸
外
国
に
例
を
見
な
い
速
さ
で
人
口
の
高
齢
化
が

進
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
応

し
、
人
間
尊
重
の
精
神
を
堅
持
し
、
社
会
的
公
正
を
確
保
し
つ
つ
、
効
率

的
に
機
能
し
得
る
社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
既
存
制
度
の
見
直
し
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

わ
が
国
の
老
人
保
健
医
療
対
策
は
、
昭
和
四
八
年
以
来
、
医
療
保
険
制

度
及
び
老
人
福
祉
法
に
よ
る
老
人
医
療
費
公
費
負
担
制
度
を
柱
と
し
て
推

進
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
年
々
、
老
人
医
療
費
は
増
高
を
続

け
、
一
方
、
対
策
が
全
体
と
し
て
医
療
費
の
保
障
に
偏
り
、
予
防
か
ら
機

能
訓
練
に
至
る
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
一
貫
性
に
欠
け
て
い
る
こ
と
、
医
療
保

険
各
制
度
問
、
特
に
被
用
者
保
険
と
国
民
健
康
保
険
の
聞
に
、
老
人
の
加

入
率
の
差
に
よ
り
老
人
医
療
費
の
負
担
に
著
し
い
不
均
衡
が
あ
る
な
ど
の

問
題
が
指
摘
さ
れ
る
に
至
り
、
制
度
の
基
本
的
見
直
し
に
つ
い
て
の
要
請

が
高
ま
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
要
請
に
こ
た
え
て
、
長
期
的

な
展
望
に
立
っ
て
制
度
の
基
本
的
あ
り
方
に
つ
い
て
数
年
に
わ
た
り
鋭
意

検
討
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、
疾
病
の
予
防
や
健
康
づ

く
り
を
含
む
総
合
的
な
老
人
保
健
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
を
新
た

に
創
設
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
さ
き
の
第
九
四
回
国
会
に
提
出

し
、
今
国
会
に
お
い
て
引
き
続
き
御
審
議
を
煩
わ
す
こ
と
と
し
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す。
第
一
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
及
び
基
本
的
理
念
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、

こ
の
法
律
は
、
国
民
の
老
後
に
お
け
る
健
康
の
保
持
と
適
切
な
医
療
の
確

保
を
図
る
た
め
、
疾
病
の
予
防
、
治
療
、
機
能
訓
練
等
の
保
健
事
業
を
総

合
的
に
実
施
し
、
国
民
保
健
の
向
上
と
老
人
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民
は
、
自
助
と
連
帯
の
精
神

に
基
づ
き
、
み
ず
か
ら
健
康
の
保
持
増
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
老
人
の

北法42(4・255)1213
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医
療
費
を
公
平
に
負
担
す
る
こ
と
、
年
齢
、
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
、
適

切
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
基
本
的
理
念

資

と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
老
人
保
健
審
議
会
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
審
議
会
は
、
保
健

事
業
の
関
係
者
及
び
老
人
保
健
に
関
す
る
学
識
経
験
者
二

O
名
を
も
っ
て

構
成
し
、
老
人
保
健
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
て
い
た

だ
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
に
よ
り
、
老
人
保
健

審
議
会
は
保
険
者
の
拠
出
金
等
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
保
健
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
町
村
が
、
健
康
手
帳
の
交

付
、
健
康
相
談
、
健
康
診
査
、
医
療
、
機
能
訓
練
、
訪
問
指
導
等
の
各
種

保
健
事
業
を
総
合
的
に
、
一
体
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

う
ち
、
医
療
に
つ
き
ま
し
て
は
七

O
歳
以
上
を
対
象
と
し
て
お
り
ま
す
が
、

医
療
以
外
の
保
健
事
業
は
、
壮
年
期
か
ら
の
健
康
管
理
が
、
老
後
の
健
康

保
持
の
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
四

O
歳
以
上
の
者
を

対
象
と
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
医
療
に
つ
い
て
の
診
療
方
針

及
び
診
療
報
酬
は
、
老
人
の
心
身
の
特
性
等
を
考
慮
し
て
、
老
人
保
健
審

議
会
の
意
見
を
聞
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
老
人
の

方
々
の
健
康
に
つ
い
て
の
自
覚
と
適
切
な
受
診
を
お
願
い
す
る
た
め
、
医

療
を
受
け
る
際
、
外
来
の
場
合
一
月
五
百
円
、
入
院
の
場
合
四
ヵ
月
を
限

度
と
し
て
一
日
三
百
円
の
一
部
負
担
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
お
り

北法42(4・256)1214

ま
す
。保
健
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
参
議
院
に
お
け
る
修
正
に
よ
り
、
医
療

の
対
象
者
に
六
五
歳
以
上
七

O
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
程

度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
を
加
え
る
こ
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

医
療
に
つ
い
て
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協

議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
こ
と
、
老
人
保
健
取
扱
機
関
の
規
定
を
削
除
し
、

医
療
は
健
康
保
険
法
及
び
国
民
健
康
保
険
法
の
保
険
医
療
機
関
等
が
取
扱

う
こ
と
と
す
る
こ
と
、
一
部
負
担
は
外
来
の
場
合
一
日
四
百
円
、
入
院
の

場
合
二
ヵ
月
間
を
限
度
と
し
て
三
百
円
と
す
る
こ
と
等
の
修
正
が
な
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

第
四
は
、
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
で
あ
り
ま
す
。
保
健
事
業
の
う
ち

医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
園
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
そ

れ
ぞ
れ
三
分
の
一
ず
つ
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
そ

の
対
象
と
な
っ
た
者
か
ら
費
用
の
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
さ
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。
医
療
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
が
二
割
、

都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
お
の
お
の
五
%
を
負
担
す
る
ほ
か
、
医
療
保
険

各
法
の
保
険
者
が
七
割
を
拠
出
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
保
険
者
の

拠
出
金
の
額
は
、
当
該
保
険
者
の
七

O
歳
以
上
の
加
入
者
に
係
る
医
療
費
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の
額
と
当
該
保
険
者
の
加
入
者
の
総
数
を
基
準
と
し
て
案
分
し
、
保
険
者

間
の
負
担
の
均
衡
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
現
在
、
医
療

保
険
各
法
に
よ
り
療
養
の
給
付
費
に
つ
い
て
国
庫
補
助
を
受
け
て
い
る
保

険
者
に
対
し
て
は
、
拠
出
金
の
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
補
助
率
を
基
準
と

し
て
国
庫
補
助
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
保
険
者
の
拠
出
金
に
係
る
医
療
費
の
額
と

加
入
者
数
に
よ
る
案
分
率
は
二
分
の
一
と
法
定
す
る
等
の
修
正
が
な
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

第
五
に
、
保
険
者
か
ら
拠
出
金
を
徴
収
し
、
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る

業
務
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
行
い
ま
す
。

第
六
に
、
関
係
法
律
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
、

老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
し
て
、
老
人
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
規
定

等
を
整
理
す
る
ほ
か
、
医
療
保
険
各
法
に
お
い
て
は
、
七

O
歳
以
上
の
加

入
者
に
つ
い
て
療
養
の
給
付
等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
等
の
改
正
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
で
あ
り
ま
す
が
、
老
人
保
健
審
議
会

に
関
す
る
規
定
は
、
交
布
の
日
か
ら
三
月
を
、
保
健
事
業
の
実
施
等
に
関

す
る
規
定
は
、
諸
般
の
準
備
が
必
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
交
布
の
日
か
ら

一
年
六
月
を
、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
と
し
、

で
き
る
限
り
速
や
か
に
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
こ
の
法
律
案
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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η〉

老
人
保
健
法
案
に
関
す
る
申
し
入
れ
〔
昭
和
五
七
年
三
月
二
五
日
〕

資

由

民

党

主

自
事

長

階
堂

進
殿

竜
夫
殿

六
助
殿

金
五
殿

幹総
務

長

政

務

調

査

会

長

参
議
院
議
員
総
会
長

社
団
法
人
経
済
団
体
連
合
会

会

長

稲

山

商

工

会

議

頭

永

野

A
E
 

田
中

町田
村中

日

本

重所嘉
雄寛

ム
E

経

済

同

友

会

代

表

幹

事

佐

々

木

直

日

本

経

営

者

団

体

連

盟

会

長

大

槻

文

平

現
在
国
会
に
お
い
て
審
議
中
の
老
人
保
健
法
案
に
つ
い
て
は
、
本
年
一

月
二
七
日
当
四
団
体
と
し
て
は
、
そ
の
成
立
に
反
対
で
あ
る
旨
、
貴
役
に

対
し
口
頭
申
し
入
れ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
見
解
趣
旨

は
左
記
の
通
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
重
ね
て
申
し
入
れ
ま
す
。

コU-一三ロ

社
団
法
人

1 

申
し
入
れ
の
趣
旨

本
法
案
は
、
問
題
点
多
く
、
こ
の
ま
ま
の
成
立
に
は
国
民
経
済
的
見

地
か
ら
、
絶
対
反
対
で
あ
り
、

ω
我
固
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
病
傾
向
へ
の
対
策
と
し
て
の
、

国
民
自
助
努
力
精
神
の
酒
養
。

ω
医
療
費
に
歯
止
め
の
な
い
状
態
で
は
、
既
存
健
康
保
険
制
度
の
財

政
破
綻
な
し
と
し
な
い
点
に
対
す
る
対
処
。

ω
社
会
保
障
制
度
は
、
一
旦
施
行
後
の
中
止
、
大
幅
な
変
更
は
極
め

て
困
難
で
あ
る
こ
と
。

等
を
充
分
考
慮
、
検
討
の
上
、
再
提
案
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

現
状
認
識

ω
近
年
国
民
医
療
費
の
増
嵩
は
著
し
く
、
昭
和
四
八
年
度
に
お
い
て

三
・
九
兆
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
五
七
年
度
に
は
一
三
・
九
兆

円
と
推
系
さ
れ
、
実
に
コ
了
五
倍
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
物
価

上
昇
、
医
療
機
器
の
近
代
化
に
よ
る
診
療
コ
ス
ト
上
昇
な
ど
の
要
素

を
考
慮
し
て
も
常
態
を
超
え
て
お
り
、
そ
の
抑
制
、
適
正
化
は
国
家

的
重
要
課
題
で
あ
る
。

ω
中
で
も
、
老
人
医
療
費
は
国
民
医
療
費
の
伸
び
を
は
る
か
に
上
回

る
勢
い
で
急
増
し
つ
つ
あ
る
が
、
特
に
昭
和
四
八
年
以
降
実
施
さ
れ

た
老
人
医
療
の
無
料
化
は
、
自
己
の
日
常
の
努
力
に
よ
る
健
康
保
持
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の
重
要
さ
を
忘
れ
て
安
易
に
診
療
を
求
め
る
風
潮
を
醸
成
す
る
と
と

も
に
、
現
行
診
療
報
酬
支
払
方
式
の
短
所
と
相
ま
っ
て
、
相
乗
作
用

的
に
費
用
の
増
加
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
老
人
医
療
費
の
七
九
%
(
昭
和
五
六
年
度
)
は
保
険
者

負
担
で
あ
っ
て
、
今
後
と
も
医
療
費
の
増
大
が
抑
制
さ
れ
な
い
場
合

は
、
各
保
険
制
度
の
財
政
は
一
層
深
刻
化
し
、
特
に
、
自
ら
の
努
力

に
よ
っ
て
濫
療
の
抑
制
、
医
療
費
の
適
正
化
に
実
効
を
挙
げ
つ
つ
あ

る
組
合
管
掌
健
康
保
険
な
ど
は
、
そ
の
効
率
的
運
営
を
阻
害
さ
れ
、

早
晩
財
政
基
盤
の
破
綻
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

反
対
理
由

し
か
る
に
、
今
般
審
議
中
の
老
人
保
健
法
案
は
、
保
健
事
業
の
充
実
、

一
部
自
己
負
担
の
導
入
等
、
評
価
す
べ
き
施
策
も
あ
る
も
の
の
、
医
療

費
抑
制
の
根
本
策
を
放
置
し
た
ま
ま
、
国
民
健
保
へ
の
国
庫
補
助
を
一

方
的
、
か
つ
安
易
に
被
用
者
保
険
の
財
政
負
担
へ
転
嫁
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

特
に
次
の
点
は
、
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

ω
医
療
費
支
払
方
式
の
適
正
化
策
の
欠
如

本
来
、
前
記
の
よ
う
な
我
国
国
民
経
済
に
お
げ
る
医
療
費
負
担
の

重
圧
の
状
況
を
直
視
し
、
そ
の
適
正
化
、
抑
制
の
た
め
に
大
胆
な
改

革
の
メ
ス
を
い
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
等
具
体
的
対
策

老人保健法制定の立法過程

を
明
示
し
て
い
な
い
。

殊
に
、
医
療
費
の
抑
制
に
不
可
欠
の
要
因
で
あ
り
、
か
つ
老
人
の

心
身
特
性
に
合
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
方
式
に
つ
い

て
再
検
討
を
全
く
約
束
し
て
い
な
い
。

ω
費
用
負
担
の
問
題

老
人
医
療
費
に
関
す
る
園
、
保
険
者
、
国
民
一
般
、
患
者
四
者
問
、

及
び
保
険
者
の
中
で
の
負
担
割
合
の
公
平
性
の
問
題
に
解
決
策
が
明

快
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
被
用
者
保
険
の
場
合
に
お
け
る
、

個
々
の
保
険
者
の
負
担
限
界
の
配
慮
、
並
び
に
患
者
自
身
の
健
康
管

理
努
力
を
喚
起
せ
し
め
る
諸
施
策
が
充
分
で
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
案
に
お
い
て
は
、
納
得
性
の
極
め
て

薄
い
ま
ま
に
、
か
ね
て
当
四
団
体
が
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
財
政
調
整
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
、
安
易
に
被
用
者
保
険

に
犠
牲
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
組
合
管
掌

健
保
に
お
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
無
限
の
負
担
を
強
い
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
当
四
団
体
の
提
唱
し
て
い
る
中
小
企
業

総
合
組
合
の
育
成
等
、
組
合
方
式
に
よ
る
健
康
保
険
制
度
の
効
率
化

の
途
を
無
視
す
る
こ
と
と
な
る
の
は
勿
論
、
組
合
方
式
そ
の
も
の
の

崩
壊
を
意
図
す
る
も
の
と
き
え
、
受
け
と
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

スv
。
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4 

老
人
保
健
審
議
会
の
問
題

老
人
保
健
審
議
会
は
、
今
後
調
整
す
べ
き
事
項
の
多
い
本
法
の
運

営
に
関
し
て
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
構
成
、

機
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
と
も
に
、
修
正
に
よ
り
、
重
要

な
基
準
に
関
す
る
審
議
が
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
移
管
さ
れ

た
こ
と
は
そ
の
形
骸
化
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

再
提
案
に
際
し
て
の
所
要
条
件

再
提
案
に
際
し
て
は
、
以
上
述
べ
た
医
療
の
在
る
べ
き
姿
、
医
療
費

の
妥
当
性
の
限
界
と
具
体
的
な
抑
制
策
、
患
者
自
身
の
自
助
努
力
を
含

め
た
真
に
公
正
な
負
担
の
方
法
等
を
明
確
に
示
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
、

次
の
諸
点
は
最
低
必
要
条
件
で
あ
る
。

山
支
払
方
法
の
再
検
討

診
療
の
適
正
化
は
、
本
来
診
療
側
自
身
の
自
律
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
支
払
方
法
の
改
革
を
欠
い
て
は
、
こ
れ
を
期
待

で
き
な
い
。

(3) 

現
行
の
支
払
方
式
が
医
療
費
増
嵩
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
以
上
、
そ
の
改
革
は
断
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
改
革
に

当
た
っ
て
は
老
人
の
心
身
特
性
、
我
国
の
社
会
的
風
土
、
患
者
の
自

己
管
理
意
識
向
上
と
医
療
コ
ス
ト
へ
の
理
解
等
を
総
合
的
に
検
討

し
、
又
、
少
な
く
と
も
法
文
に
お
い
て
改
革
を
約
す
こ
と
。

患
者
の
意
識
と
負
担

平
素
の
、
自
己
の
責
任
に
お
け
る
健
康
管
理
意
識
の
喚
起
を
国
の

施
策
と
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
費
用
の
一
部
負

担
に
よ
っ
て
、
こ
の
意
識
を
昂
揚
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
一
部
負
担
の
方
法
と
水
準
が
適
切
で
あ
る
よ
う
、
例

え
ば
あ
る
程
度
の
低
率
的
な
負
担
(
七

O
歳
未
満
の
場
合
は
、
国
保

三
割
、
健
保
家
族
入
院
二
割
で
あ
る
)
も
考
慮
す
る
な
ど
の
検
討
が

行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
常
に
そ
れ
が
見
直
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

q
J
 

(2) 
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保
険
者
の
負
担

各
保
険
者
の
負
担
は
、
現
在
既
に
限
界
に
達
し
て
お
り
、
赤
字
と

な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
費
の
現
状
総
額
が
、

ま
ず
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
が
、
そ

れ
が
奏
効
し
た
後
で
も
、
国
民
所
得
の
伸
び
率
を
限
度
と
す
る
水
準

に
抑
制
す
る
等
は
絶
対
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
。

こ
の
見
地
か
ら
、
例
え
ば
被
用
者
保
険
の
場
合
、
法
施
行
初
年
度

に
お
け
る
負
担
額
以
上
の
負
担
を
課
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
医

療
費
政
策
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
も
し
、
そ
れ
が
不
可
能
で

あ
る
と
し
て
も
、
賃
金
改
定
に
伴
う
自
然
増
程
度
に
は
抑
制
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
又
、
こ
の
こ
と
は
、
法
に
明
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。



な
お
、
初
年
度
負
担
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
の
保
険
制

度
に
負
担
が
集
中
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
配
意
す
る
こ
と
。

又
、
こ
の
負
担
は
労
使
折
半
が
当
然
で
あ
り
、
健
康
保
険
法
と
同

様
、
こ
の
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
。

ω
審
議
会
の
在
り
方

本
法
運
営
上
の
案
件
審
議
は
、
支
払
方
式
の
検
討
を
含
め
て
老
人

保
健
審
議
会
に
お
い
て
一
元
的
に
行
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
委
員
構

成
を
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
構
成
は
、
費
用
負
担
者
の
意
見
が
充
分
反
映
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

追
而
以
上
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
は
、
現
法
案
に
つ
い
て
は
こ

れ
を
審
議
未
終
了
、
成
立
を
見
送
っ
た
上
、
改
め
て
こ
れ
ら
条
件
を

入
れ
て
再
提
案
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
繰
返
し
申
し
入
れ
ま
す
。

老人保健法制定の立法過程

以

上
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nv決

議

現
在
参
議
院
に
お
い
て
審
議
さ
れ
て
い
る
老
人
保
健
法
案
に
つ
い
て

は
、
健
保
連
は
す
で
に
再
三
に
わ
た
て
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ
の
法
案
に
お
い
て
は
、
年
々
急
増
す
る
老
人
医
療
費
の
適

正
化
に
つ
い
て
有
効
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
保
険
者
の

医
療
費
拠
出
金
の
負
担
に
つ
い
て
何
ら
の
歯
止
め
の
措
置
が
な
い
。

ま
た
、
さ
き
の
臨
時
国
会
に
お
け
る
衆
議
院
の
修
正
に
よ
っ
て
、
老
人

保
健
審
議
会
の
審
議
事
項
が
三
つ
に
分
断
さ
れ
、
医
療
費
支
払
方
式
に
関

す
る
審
議
は
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
(
中
医
協
)
に
委
ね
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
で
は
制
度
の
総
合
的
、
一
体
的
な
運
営
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
中
医
協
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
成
や
こ
れ
ま

で
の
運
営
の
経
緯
か
ら
み
て
、
医
療
費
の
支
払
方
法
に
つ
い
て
適
正
な
審

議
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
法
案
が
こ
の
ま
ま
実
施
さ
れ
る
な
ら
ば
、
老
人
医
療
費
は

徒
ら
に
膨
張
の
一
途
を
た
ど
り
保
険
制
度
の
財
政
を
破
綻
に
陥
れ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
断
じ
て
こ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き

p
h

、A
O

や
心
匂

B
Vし
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
法
案
の
修
正
を
強

く
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
こ
の
法
案

の
成
立
に
絶
対
反
対
す
る
。

こ
の
よ
う
な
修
正
が
不
可
能
な
場
合
は
、
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
審
議

未
了
と
し
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
ら
の
条
件
を
容
れ
た
法
案
を
再
提
案
す
べ

北法42(4・261)1219 

き
で
あ
る
。
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料

保
険
者
の
医
療
費
拠
出
金
に
つ
い
て
、
法
施
行
初
年
度
に
お
け
る
負

担
額
以
上
の
負
担
が
課
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
明
確
な
歯
止
め
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
法
定
せ
よ

二
老
人
保
健
制
度
の
実
施
に
先
立
ち
、
医
療
費
支
払
方
式
を
根
本
的
に

見
直
す
こ
と
と
し
、
そ
の
旨
を
法
文
上
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
医
療

費
の
適
正
化
対
策
を
強
化
せ
よ

三
老
人
保
健
制
度
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
は
老
人
保
健
審
議
会
に
お

い
て
一
元
的
に
審
議
で
き
る
よ
う
に
せ
よ

昭
和
五
七
年
四
月
二
一
日

資

健
康
保
険
組
合
連
合
会
臨
時
総
会

〈
資
料

M
〉老

人
保
健
法
案
に
関
す
る
要
望
(
全
国
町
村
会
)
(
抄
)

国
民
健
康
保
険
に
は
、
被
用
者
保
険
か
ら
定
年
退
職
者
等
が
流
入
す
る

た
め
、
本
来
、
各
被
用
者
保
険
が
負
担
す
べ
き
老
齢
者
の
医
療
費
の
負
担

が
、
国
民
健
康
保
険
へ
添
加
さ
れ
、
保
険
税
(
料
)
を
と
く
に
重
く
し
て

お
り
ま
す
。

こ
れ
は
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
対
す
る
負
担
の
し
わ
ょ
せ
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
被
用
者
保
険
の
加
入
者
に
と
っ
て
も
退
職
後
の
大
き
な
不

安
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

定年退職後の被用者は国保へ流入しています。

iii 
55歳定年 60歳定年 保

険

各年齢層の人口の内国民健康保険加入者
の占める割合(53年9月末)

38.6% 
(総平均)

就職の時期% 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。歳 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
4歳 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 
0この表は、国民健康保険の加入者が、就職期の20歳代に急減し、退
職期の55歳から急増していることをよく示しています。

0老人保健法案では、この図の一番右側(70歳以上の者)の負担を約
10%分だけ是正することになります。
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現
在
、
国
会
で
審
議
中
の
老
人
保
健
法
案
は
、
こ
の
よ
う
な
負
担
を
部

分
的
な
が
ら
是
正
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
本
年
度
の
固
な
ら
び
に
地

方
の
予
算
も
老
人
保
健
法
の
一

O
月
実
施
を
前
提
に
編
成
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
同
法
案
の
成
立
の
遅
延
は
、
国
民
健
康
保
険
財
政
の
破
綻
に
つ
な
が

り
、
国
民
皆
保
険
体
制
の
基
盤
を
危
う
く
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
そ
の
速
や
か
な
成
立
を
は
か
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
い
た
し

ま
す
。

老人保健法制定の立法過程

北法42(4・263)1221
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nv修正
事
項
一
覧

一
次
年
度
以
降
の
保
険
者
拠
出
金
の
加
入
者
按
分
率
は
、
老
人
保
健
制

度
の
実
施
に
伴
う
保
険
者
の
負
担
増
が
著
し
く
大
き
く
な
ら
な
い
よ

う
、
毎
年
の
老
人
人
口
の
増
加
率
等
を
勘
案
し
て
、
毎
年
度
、
政
令
で

定
め
る
率
と
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
と
し
て
見
直

資

す
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
に
よ
り
加
入
者
按
分
率
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
厚
生

大
臣
は
あ
ら
か
じ
め
老
人
保
健
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ

炉、被
用
者
保
険
本
人
の
入
院
時
一
部
負
担
金
は
、
当
分
の
問
、
健
康
保

険
法
に
よ
る
負
担
額
(
一
万
五
、

0
0
0円
)
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

四
そ
の
他
保
険
者
の
拠
出
金
等
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
を
行
う
こ
と
。

ω
拠
出
金
算
定
上
の
老
人
加
入
率
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

ω
拠
出
金
の
納
付
が
困
難
な
保
険
者
に
対
し
、
そ
の
一
部
の
納
付
の

猶
予
を
認
め
る
こ
と
。

ω
事
務
費
拠
出
金
の
算
定
を
各
保
険
者
の
加
入
者
数
の
ほ
か
、
審
査

支
払
事
務
費
の
額
に
応
じ
行
う
も
の
と
す
る
。

ω
健
康
保
険
の
老
人
保
険
料
は
従
来
の
保
険
料
と
同
一
の
取
扱
い
と

す
る
こ
と
。

同
健
保
連
が
行
う
共
同
事
業
の
対
象
に
拠
出
金
を
加
え
る
こ
と
。

刷

そ

の

他

①
健
康
手
帳
は
、
四

O
歳
以
上
七

O
歳
未
満
の
健
康
診
査
を
受
け

た
者
を
含
め
希
望
者
に
も
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
交
付
対

象
を
法
律
上
限
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。

②
医
療
は
七

O
歳
以
上
と
な
っ
た
日
又
は
ね
た
き
り
等
の
認
定
を

受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

③
市
町
村
は
、
各
保
険
者
に
係
る
七

O
歳
以
上
の
加
入
者
等
に
対

す
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
を
基
金
の
ほ
か
、
保
険
者
に
も
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

保
険
者
は
、
市
町
村
に
対
し
、
七

O
歳
以
上
の
加
入
者
等
に
対

す
る
医
療
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
文
書
の
提
示
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

④
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ア
そ
の
他
所
要
の
修
正
を
行
う
。

概
算
医
療
費
拠
出
金
に
係
る
規
定
の
整
備

資
料
の
提
出
の
請
求
に
係
る
規
定
の
整
備

国
共
済
法
、
地
共
済
法
及
び
厚
生
保
険
特
会
法
の
規
定
の
整

イウ
備
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mv

参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決
議
〔
昭
和
五
七
年
八
月
三
日
〕

老
人
保
健
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
適
切
な
措
置
を
構
ず
べ
き
で

あ
る
。

老人保健法制定の立法過程

老
人
医
療
に
つ
い
て
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
は
、
老
人
の
心
身

の
特
性
を
踏
ま
え
て
改
善
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

差
額
ベ
ッ
ド
、
付
添
看
護
等
の
保
険
外
負
担
を
早
急
に
解
消
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。
特
に
私
立
大
学
附
属
病
院
に
お
け
る
不
当
な
差
額

ベ
ッ
ド
の
解
消
を
中
心
と
し
て
行
政
指
導
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。

薬
価
基
準
の
適
正
化
、
医
療
機
関
に
対
す
る
指
導
、
監
査
の
徹
底
、

医
療
費
通
知
制
度
の
普
及
、
高
額
医
療
機
器
の
共
同
利
用
等
の
施
策
を

積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
の
無
駄
を
排
除
し
、
そ
の

適
正
化
を
図
る
こ
と
。

レ
セ
プ
ト
審
査
の
改
善
充
実
を
図
る
た
め
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支

払
基
金
の
審
査
委
員
、
職
員
の
増
員
を
図
る
と
と
も
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
を
活
用
し
た
統
計
的
審
査
方
式
の
積
極
的
導
入
を
図
る
こ
と
。

老
人
保
健
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
市
町
村
に
地
域
の
関

係
者
か
ら
な
る
連
絡
協
議
組
織
を
設
け
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

四五

六
老
人
保
健
法
に
基
づ
く
歯
科
の
保
健
事
業
の
確
立
、
特
に
歯
槽
膿
漏

等
に
対
す
る
歯
科
健
診
の
導
入
に
努
め
る
こ
と
。

七
老
人
医
療
に
お
け
る
は
り
、
き
ゅ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
そ
の
需
要
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

八
痴
呆
を
主
と
し
た
老
人
の
精
神
障
害
に
対
応
す
る
た
め
の
施
設
の
整

備
を
行
う
と
と
も
に
、
老
人
精
神
障
害
対
策
に
関
す
る
専
門
的
な
調
査

研
究
を
進
め
る
等
総
合
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

九
多
数
の
原
爆
被
爆
者
を
抱
え
て
い
る
た
め
新
た
に
担
当
の
医
療
費
負

担
が
発
生
す
る
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
情
を
踏
ま
え
、

適
切
か
つ
十
分
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
O

退
職
者
医
療
に
つ
い
て
は
、
本
格
的
な
制
度
の
実
施
に
向
け
て
、

こ
の
た
め
本
年
秋
頃
を
目
途
に
社
会
保
険
審
議
会
に
諮
る
こ
と
。

一
一
老
人
の
保
健
医
療
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
年
金
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
、
雇
一
用
、
住
宅
等
に
係
る
老
人
福
祉
対
策
の
一
層
の
充
実
を
図
る
と

と
も
に
、
老
人
問
題
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

北法42(4・265)1223
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v

衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決
議
〔
昭
和
五
七
年
八
月
九
日
〕

老
人
保
健
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
速
や
か
に

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
老
人
医
療
に
つ
い
て
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
は
、
老
人
の
心
身

の
特
性
を
踏
ま
え
て
改
善
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
医
療
を
受
け
る
老
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
差
額
ベ
ッ
ド
、
付

添
看
護
等
の
保
険
外
負
担
を
早
急
に
解
消
す
る
よ
う
、
所
要
財
源
の
確

保
と
行
政
指
導
の
一
層
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。
特
に
、
私
立
大
学
附
属

病
院
に
お
け
る
保
険
外
負
担
の
解
消
に
つ
い
て
格
段
の
努
力
を
す
る
こ

トコ

資

薬
価
基
準
の
適
正
化
、
医
療
機
関
に
対
す
る
指
導
、
監
査
の
徹
底
、

医
療
費
通
知
制
度
の
普
及
、
高
額
医
療
機
器
の
共
同
利
用
等
の
施
策
を

積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
の
無
駄
を
排
除
し
、
そ
の
適

正
化
を
図
る
こ
と
。

四

レ
セ
プ
ト
審
査
の
改
善
充
実
を
図
り
、
特
に
レ
セ
プ
ト
が
迅
速
に
保

険
者
に
送
付
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に
お
け
る
老
人
保
健
業
務
の
実
施
に

五

伴
い
、
要
因
の
確
保
そ
の
他
業
務
体
制
の
充
実
強
化
と
審
査
体
制
の
整

備
を
推
進
す
る
こ
と
。

六
医
療
機
関
等
の
適
正
配
置
を
含
め
地
域
医
療
の
推
進
を
図
る
た
め
、

必
要
な
法
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

七
医
療
以
外
の
各
種
の
保
健
事
業
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
保

健
婦
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
の
質
量
両
面
に
わ
た
る
養
成
確
保
及
び
保

健
所
等
必
要
な
施
設
設
備
の
整
備
充
実
に
格
段
の
努
力
を
払
う
と
と
も

に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

八
老
人
保
健
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
市
町
村
に
地
域
の
関

係
者
か
ら
な
る
連
絡
協
議
組
織
を
設
け
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

九
老
人
医
療
の
う
ち
、
歯
科
に
お
け
る
加
齢
に
よ
る
唆
合
障
害
を
伴
う

欠
損
補
綴
の
取
扱
い
に
対
し
て
は
、
特
に
改
善
を
図
る
と
と
も
に
歯
科

保
健
事
業
の
確
立
と
歯
周
病
等
に
対
す
る
歯
科
健
診
の
導
入
に
努
め
る

こト」。

北法42(4・266)1224

一
O

老
人
医
療
に
お
け
る
は
り
、
き
ゅ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
そ
の
需
要
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
す
る
こ

〉
}
O

痴
呆
を
主
と
し
た
老
人
の
精
神
障
害
に
対
応
す
る
た
め
、
精
神
病

床
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
老
人
精
神
障
害
対
策
に

関
す
る
専
門
的
な
調
査
研
究
を
進
め
る
等
総
合
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ



と

多
数
の
原
爆
被
爆
者
を
抱
え
て
い
る
た
め
新
た
に
担
当
の
医
療
費

負
担
が
発
生
す
る
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
そ
の
負
担
に

つ
い
て
従
前
の
実
績
を
踏
ま
え
、
適
切
か
つ
十
分
な
財
政
措
置
を
講
ず

マ匂こ、と。退
職
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
検
討
を
急
ぐ
こ
と
。

一
四
老
人
の
保
健
医
療
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
年
金
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
、
雇
一
用
、
住
宅
等
に
係
る
老
人
福
祉
対
策
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ

と。
一
五
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
応
し
、
老
人
問
題
に
関
す
る

総
合
的
な
研
究
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

老人保健法制定の立法過程
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